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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第99期 第100期 第101期 第102期 第103期

決算年月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月

営業収入 (百万円) 29,915 31,231 34,484 33,461 32,717

経常利益 (百万円) 822 1,298 1,536 1,509 1,122

当期純利益又は当期

純損失（△）
(百万円) 379 75 973 799 △150

包括利益 (百万円) － 81 875 1,375 184

純資産額 (百万円) 17,209 16,978 17,622 18,533 18,100

総資産額 (百万円) 42,632 41,928 41,669 40,210 41,120

１株当たり純資産額 (円) 222.91 219.96 228.21 239.93 234.15

１株当たり当期純利

益金額又は１株当た

り当期純損失金額

（△）

(円) 4.92 0.97 12.63 10.38 △1.95

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益
(円) － － － － －

自己資本比率 (％) 40.3 40.4 42.2 46.0 43.9

自己資本利益率 (％) 2.2 0.4 5.6 4.4 △0.8

株価収益率 (倍) 32.30 136.43 11.96 19.37 －

営業活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) 2,183 2,418 3,189 2,735 2,628

投資活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) △1,361 △1,563 △290 △1,472 △2,427

財務活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) △773 △840 △2,583 △1,641 △259

現金及び現金同等物

の期末残高
(百万円) 1,539 1,547 1,860 1,493 1,443

従業員数

(人)

671 719 722 722 724

（外、平均臨時雇用

者数）
(63) (65) (70) (72) (49)

　（注）１．営業収入には、消費税等は含まれていない。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在株式がないため記載していない。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第99期 第100期 第101期 第102期 第103期

決算年月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月

営業収入 (百万円) 24,998 25,976 29,097 27,659 27,449

経常利益 (百万円) 817 1,123 1,560 1,397 1,010

当期純利益又は当期

純損失（△）
(百万円) 273 △93 893 758 △171

資本金 (百万円) 8,260 8,260 8,260 8,260 8,260

発行済株式総数 (千株) 77,400 77,400 77,400 77,400 77,400

純資産額 (百万円) 16,477 16,068 16,622 17,482 17,241

総資産額 (百万円) 40,832 39,977 39,615 38,311 39,125

１株当たり純資産額 (円) 213.20 207.99 215.16 226.31 223.21

１株当たり配当額

(円)

5.00 3.00 5.00 5.00 5.00

（内１株当たり中間

配当額）
(2.50) (1.50) (1.50) (2.50) (2.50)

１株当たり当期純利

益金額又は１株当た

り当期純損失金額

（△）

(円) 3.54 △1.21 11.57 9.81 △2.22

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益
(円) － － － － －

自己資本比率 (％) 40.4 40.2 42.0 45.6 44.1

自己資本利益率 (％) 1.7 △0.6 5.5 4.4 △1.0

株価収益率 (倍) 44.92 － 13.05 20.48 －

配当性向 (％) 141.3 － 43.2 50.9 －

従業員数

(人)

295 288 282 284 287

（外、平均臨時雇用

者数）
(11) (14) (18) (15) (13)

　（注）１．営業収入には、消費税等は含まれていない。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在株式がないため記載していない。
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２【沿革】

昭和４年５月 当社の前身である「日満倉庫株式会社」設立

昭和15年１月 当社設立（株式会社大東園、その後東洋埠頭商事株式会社と改称）

昭和20年 終戦後、日満倉庫㈱の親会社である南満洲鉄道株式会社が閉鎖機関に指定される

昭和21年５月 「東洋埠頭商事株式会社」が、日満倉庫㈱の全施設を賃借し全従業員を引継ぐ

昭和22年５月 社名を「東洋埠頭株式会社」と改称

昭和23年７月 閉鎖機関整理委員会の譲渡承認により、日満倉庫㈱の全資産が当社に包括譲渡される

 同時に大阪、新潟、博多に支店開設

昭和23年９月 東永運輸㈱設立

昭和24年２月 川崎支店開設

昭和24年５月 東京証券取引所に株式を上場

昭和25年９月 豊洲支店開設

昭和33年12月 東京支店開設

昭和35年２月 第一陸運㈱設立

昭和46年10月 鹿島営業所開設（昭和48年支店に昇格）

昭和47年９月 東洋埠頭作業㈱設立（平成４年鹿島東洋埠頭㈱に社名変更）

昭和54年９月 ㈱東洋埠頭配送センター設立（平成３年東洋埠頭陸運㈱に社名変更、平成17年東京東洋埠頭㈱に

社名変更）

昭和58年６月 常盤運送㈱の株式を取得、子会社とする（昭和60年志布志東洋埠頭㈱に社名変更）

昭和58年７月 新潟支店閉鎖

昭和61年７月 志布志事業所（鹿児島）開設（平成２年支店に昇格）

平成２年10月 東扇島事業所開設（平成10年支店に昇格）

平成５年７月 ジューロ航空㈱の株式を取得、子会社とする（平成６年㈱東洋トランスに社名変更）

平成11年10月 第一陸運㈱解散

平成15年１月 大井事業所開設

ＯＯＯ東洋トランス（モスクワ）設立

平成17年７月 ㈱東洋埠頭青果センター（大阪）設立

平成17年８月 ＯＯＯＴＢ東洋トランス（モスクワ）設立

平成22年６月 豊洲支店を川崎支店豊洲営業所へ組織変更
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３【事業の内容】

　当社グループ（当社および当社の関係会社）は、物流事業（倉庫業、港湾運送業、自動車運送業、国際運送取扱業

等）およびその関連事業を行っている。当社グループの事業内容および当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは

次のとおりである。

　なお、次の２部門は、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　(1）連結財務諸表　注記事項」に掲げるセグメ

ントの区分と同一である。

(1）国内総合物流事業

①　倉庫業

　倉庫施設（普通倉庫、サイロ、青果物倉庫、冷蔵倉庫等）における貨物の保管並びに入出庫作業および荷捌き

作業を主とする業務であり、当社は、倉庫業務の一部を㈱オーエスティ物流に委託している。また、倉庫業務の

うち入出庫作業等の一部を鹿島東洋埠頭㈱、東京東洋埠頭㈱、㈱ティーエフ大阪等に委託している。なお、㈱東

洋埠頭青果センター、志布志東洋埠頭㈱、新潟東洋埠頭㈱は倉庫業を行なっており、当社は、倉庫施設を賃貸し

ている。

②　港湾運送業

　大型荷役機械を使用するバラ貨物の海陸一貫作業や、本船荷役作業、ターミナルでのコンテナ取扱作業などを

主とする業務であり、当社は、港湾運送業務のうち荷役作業等の一部を鹿島東洋埠頭㈱、志布志東洋埠頭㈱、㈱

ティーエフ大阪に委託している。なお、東光ターミナル㈱は倉庫業を行なっており、当社は同社から港湾荷役作

業等を請負っている。

③　自動車運送業

　貨物自動車等による輸配送を主とする業務であり、当社は、自動車運送業務の一部を㈱オーエスティ物流、志

布志東洋埠頭㈱等に委託している。

　また、東永運輸㈱は自動車運送業を行なっている。

④　その他の業務

　海上運送や、通関、施設賃貸や工場構内作業を主とする業務である。

 

　なお、坂出東洋埠頭㈱は国内総合物流事業を行なっている。

 

(2）国際物流事業

　㈱東洋トランスと、同社のロシア現地法人であるOOO東洋トランス、OOOTB東洋トランス及び上海青旅東洋物流有

限公司等による国際輸送、倉庫、通関を主とする業務である。
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　事業の系統図は次のとおりである。

　（注）１．矢印は役務の流れを示している。

２．○印は持分法適用会社（５社）である。
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４【関係会社の状況】

会社名 住所
資本金
(百万円)

主要な事業の
内容

議決権の
所有割合
（％）

関係内容

役員の兼任等 資金援助等 営業上の取引
設備の
賃貸借

（連結子会社）         

㈱東洋埠頭青果セ

ンター（注）５

大阪府大阪市

此花区
100

国内総合物流

事業
100.0 あり

当社は同社に

対し、運転資

金を貸付けて

いる。

当社の自動車

運送、貨物の

保管・荷役を

請負ってい

る。

倉庫

事務所の

賃貸

㈱東洋トランス 東京都中央区 100 国際物流事業 100.0 〃 〃

当社は同社の

貨物の運送・

保管を請負っ

ている。

事務所

の賃貸

東京東洋埠頭㈱ 東京都中央区 50
国内総合物流

事業
100.0 〃 〃

当社の荷役を

請負ってい

る。

〃

鹿島東洋埠頭㈱ 茨城県神栖市 30 〃 75.5 〃

当社は同社よ

り、運転資金

を借入れてい

る。

当社の港湾荷

役及び倉庫荷

役を請負って

いる。

〃

志布志東洋埠頭㈱
鹿児島県志布

志市
20 〃 90.0 〃 〃

当社の自動車

運送、貨物の

保管・荷役を

請負ってい

る。

倉庫

事務所

荷役機械

の賃貸

東永運輸㈱
大阪府大阪市

此花区
20 〃 100.0 〃 〃

当社の自動車

運送を請負っ

ている。

事務所

の賃貸

土地の賃

貸借

ＯＯＯ東洋トラン

ス

ロシア

モスクワ

1,000

(万ルーブル)
国際物流事業

100.0

(100.0)
なし なし なし なし

ＯＯＯＴＢ東洋ト

ランス

ロシア

モスクワ

145

(万ルーブル)
〃

100.0

(100.0)
〃 〃 〃 〃

（持分法適用非連

結子会社）
        

新潟東洋埠頭㈱
新潟県新潟市

中央区
20

国内総合物流

事業
40.0 あり

当社は同社に

対し、運転資

金を貸付けて

いる。

〃

倉庫

事務所

土地の賃

貸

（持分法適用関連

会社）
        

坂出東洋埠頭㈱ 香川県坂出市 100 〃 46.5 〃 なし

当社は同社の

集荷活動の一

部を請負って

いる。

なし

東光ターミナル㈱
神奈川県川崎

市川崎区
247 〃 37.0 〃 〃

当社は同社の

港湾荷役及び

倉庫荷役を請

負っている。

事務所

土地の賃

貸

㈱オーエスティ物

流

大阪府大阪市

此花区
30 〃 49.0 〃

当社は同社に

対し、運転資

金の貸付けを

行なってい

る。

当社の自動車

運送、貨物の

保管・荷役を

委託してい

る。

なし

上海青旅東洋物流

有限公司
中国上海

2,070

(千元)
国際物流事業

40.0

(40.0)
〃 なし なし 〃

　（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載している。

２．上記の子会社で特定子会社に該当するものはない。

３．上記の子会社で有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はない。

４．議決権の所有割合の（　）内は、間接所有割合で内数である。

５．債務超過会社で債務超過の額は、平成26年３月末時点で1,287百万円となっている。
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５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

平成26年３月31日現在
 

セグメントの名称 従業員数（人）

国内総合物流事業 623 (49)

国際物流事業 101 (－)

合計 724 (49)

　（注）　従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数は年間の平均人員を（　）外数で記載している。

 

(2）提出会社の状況

平成26年３月31日現在
 

従業員数（人） 平均年令（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

287(13) 45.7 20.6 6,905,744

　（注）１．従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数は年間の平均人員を（　）外数で記載している。

２．平均年間給与は、超過勤務手当及び賞与を含んでいる。

３．当社は、国内総合物流事業の単一セグメントである。

(3）労働組合の状況

　当社グループ（当社及び連結子会社）における主たる労働組合は、東洋埠頭労働組合（昭和21年９月結成、所属

組合員数135名）、鹿島東洋埠頭労働組合（昭和62年６月結成、所属組合員数56名）が組織されており、全日本倉

庫運輸労働組合同盟に加盟しているほか、志布志東洋埠頭労働組合（平成４年12月結成、所属組合員数76名）が組

織されている。

　なお、特記すべき紛争事項はない。
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第２【事業の状況】
　当社グループ（当社及び連結子会社）の消費税等の会計処理は、税抜方式によっているためこの項の営業収入等の記

載には、消費税等は含まれていない。

 

１【業績等の概要】

(1）業績

　当連結会計年度における日本経済は、外需は低迷しているものの、内需は引続き好調で、景気回復基調で推移し

た。一方、海外経済も、減速してはいるが、米国、欧州、アジアとも、概ね穏やかな回復基調で推移した。

　当埠頭・倉庫業界においては、国内の荷動きは回復してきているが、夏場から年度末にかけて落込むなど、不安

定な状況が続いている。

　こうした事業環境の中、当社グループは新規集荷を目指し、営業体制を強化するため、新物流倉庫の建設や青果

物の附帯サービス施設の拡充などの新規投資を積極的に行った。しかし、円安の影響により、輸入青果物を初めと

して倉庫貨物の取扱量が減少した。また、ばら積み貨物の取扱量も減少したこと等により、グループ全体では、営

業収入、営業利益、経常利益とも前期実績を下回った。さらに、２月15日の記録的な大雪による東京支店立川営業

所の屋根の一部崩落に伴う特別損失を10億３千７百万円計上したことにより、最終的に当期は純損失となった。

　以上により、当期の営業収入は327億１千７百万円（前期比７億４千３百万円、2.2％の減収）、営業利益は11億

５千６百万円（前期比４億９百万円、26.1％の減益）、経常利益は11億２千２百万円（前期比３億８千７百万円、

25.6％の減益）となったが、最終損益は１億５千万円の純損失（前期は７億９千９百万円の純利益）となった。

 

　セグメントの概況は次のとおりである。

　＊以下の営業収入および営業利益は、セグメント間の取引を含んでいる。

 

○国内総合物流事業

≪倉庫業≫

　倉庫業における入出庫数量は、337万トン（前期345万トン）、平均保管残高は、25万トン（前期27万トン）で

あった。

　一般貨物では、米、木材の取扱いは増加したものの、合成樹脂や紙製品などが大きく減少したため、全体で前

年より減少した。

　輸入青果物は、パイナップル、キウイなどは堅調でしたが、バナナが大きく減少したため、前期の取扱いを下

回った。

　倉庫業の営業収入は、100億６千万円となり、前期比1.5％の減収となった。

 

≪港湾運送業≫

　ばら積み貨物の埠頭取扱量は、518万トン（前期530万トン）であった。

　穀物類は、鹿島地区での取扱いは増加したが、川崎・志布志両地区での取扱いが減少したため、全体では前年

を下回る取扱いとなった。石炭類は、豊洲地区での取扱いは増加したが、川崎地区での取扱いが大きく減少した

ため前期より取扱いが減少した。

　その他のばら積み貨物は、ガラス原料や残土の取扱いが大きく増加するなど、全般的に取扱いが増加した。

　ばら積み貨物以外の一般貨物は、輸入青果物、紙製品ともに前期を下回った。

　コンテナ取扱数量は、常陸那珂地区で減少したものの、新規航路が開設となった東扇島地区で増加し、全体で

は前期を上回る取扱いとなった。

　港湾運送業の営業収入は、73億４千５百万円となり、前期比0.5％の減収となった。

 

≪自動車運送業≫

　自動車運送業務は、ほぼ前期並みとなり、営業収入は、59億８千１百万円となり、前期比0.6％の増収となっ

た。

 

≪その他の業務≫

　その他の業務では、物流関連施設の賃貸業務及び工場構内作業が、前期の実績を下回った。

　その他の業務の営業収入は、68億２百万円となり、前期比3.4％の減収となった。

 

　以上の結果、国内総合物流事業全体の営業収入は、301億８千９百万円となり、前期比1.3％の減収、営業利益は

11億６百万円となり、前期比24.7％の減益となった。
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○国際物流事業

　当セグメントは、連結子会社である株式会社東洋トランスとロシアの現地法人であるＯＯＯ東洋トランス、ＯＯ

ＯＴＢ東洋トランスの３社で構成されている。

　ロシア経済は、2013年に入り、設備投資の減少や天然資源輸出の減少により、内・外需ともに厳しい状況とな

り、大幅に減速した。これに伴い当社グループのロシア現地法人においても取扱が減少し、前期実績を下回った。

　国際物流事業における営業収入は、26億３千７百万円となり、前期比9.8％の減収、営業利益は４千万円とな

り、前期比52.6％の減益となった。

 

(2）キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末より４千９百万円減少し、14億４千３百

万円となった。

①　営業活動によるキャッシュ・フロー

　営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額は減少したが、営業利益が減益となったことなど

により前連結会計年度に比べ１億６百万円減少し、26億２千８百万円となった。

②　投資活動によるキャッシュ・フロー

　投資活動によるキャッシュ・フローは、24億２千７百万円の純支出となった。固定資産の取得による支出が

増加したことなどにより、前連結会計年度に比べ９億５千５百万円純支出が増加している。

③　財務活動によるキャッシュ・フロー

　財務活動によるキャッシュ・フローは、２億５千９百万円の純支出となった。長期借入れによる収入が増加

し、長期借入金の返済による支出が減ったことなどにより、前連結会計年度に比べ13億８千１百万円純支出が

減少している。

 

２【生産、受注及び販売の状況】

　当社グループ（当社及び連結子会社）は、役務の提供を主体とする総合物流業者であり、生産、受注及び販売の実

績を区分して把握することは困難であるため、これに代えてセグメント別業務別の営業収入及び取扱数量を記載して

いる。

(1）セグメント別業務別営業収入

当連結会計年度（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

セグメント名 業務の名称
営業収入

金額（百万円） 前年同期比（％）

国内総合物流事業

倉庫業 10,060 98.5

港湾運送業 7,345 99.5

自動車運送業 5,981 100.6

その他の業務 6,802 96.6

計 30,189 98.7

国際物流事業 国際運送取扱業 2,637 90.2

合計 32,827 97.9

　（注）　上記の金額には、セグメント間の取引が含まれている。
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(2）セグメント別業務別取扱数量

○国内総合物流事業

①　倉庫業

(イ）倉庫入出庫残高及び回転率

項目

期首残高 入庫 出庫 期末残高 回転率（％）

数量
(千トン)

数量
(千トン)

数量
(千トン)

数量
(千トン)

数量

倉庫

前連結会計年度

216 1,473 1,485 204 56.3（平成24年４月１日～

平成25年３月31日）

当連結会計年度

204 1,455 1,451 208 59.8（平成25年４月１日～

平成26年３月31日）

サイロ

前連結会計年度

59 248 242 65 38.3（平成24年４月１日～

平成25年３月31日）

当連結会計年度

65 231 235 61 38.4（平成25年４月１日～

平成26年３月31日）

　（注）　貨物回転率は貨物荷動きの状況を示すものであって、下記の算式によって算定される。

回転率＝
年間入出庫高

×100
前月末残高及び当月末残高の年間累計

 

(ロ）倉庫品目別保管残高

品目

前連結会計年度
（平成25年３月31日現在）

当連結会計年度
（平成26年３月31日現在）

保管数量 保管数量

千トン 比率(％) 千トン 比率(％)

倉庫     

農水産品 51 25.0 57 27.5

金属 9 4.8 9 4.6

金属製品・機械 － － 2 1.0

その他の化学工業品 42 21.0 34 16.7

紙・パルプ 27 13.6 27 13.0

食料工業品 14 7.3 19 9.1

雑工業品 2 1.2 2 1.1

雑品 55 27.1 56 27.0

計 204 100.0 208 100.0

サイロ     

農水産品 60 92.7 56 92.2

雑品 4 7.3 4 7.8

計 65 100.0 61 100.0
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②　港湾運送業

(イ）一般貨物

作業別
前連結会計年度

（平成24年４月１日～平成25年３月31日）
当連結会計年度

（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

搬入   

本船揚（千トン） 1,816 1,688

艀揚（千トン） 4 3

車卸（千トン） 74 167

計（千トン） 1,895 1,859

搬出   

本船積（千トン） 418 446

艀積（千トン） 20 12

車積（千トン） 626 694

計（千トン） 1,064 1,153

搬入、搬出を伴わない作業

（千トン）
4,045 4,047

合計（千トン） 7,005 7,059

 

(ロ）コンテナ

作業別
前連結会計年度

（平成24年４月１日～平成25年３月31日）
当連結会計年度

（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

取扱数量（ＴＥＵ） 122,072 136,279

　（注）　ＴＥＵ：20フィートコンテナ換算

 

③　自動車運送業

扱別
前連結会計年度

（平成24年４月１日～平成25年３月31日）
当連結会計年度

（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

輸送数量（千トン） 1,992 1,947
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３【対処すべき課題】

　平成26年度の日本経済は、消費税増税による成長率の鈍化は避けられないものの、経済政策による下支え、輸出、

設備投資の増加等により、後退局面入りは避けられると予想されている。また、世界経済に目を向けると、米国、欧

州、アジア経済とも、引続き緩やかながら回復基調が続く見通しだが、米国における早期の量的緩和策の終了観測の

高まり、ウクライナ情勢の深刻化、エネルギー価格の高騰等の下振れリスクも依然として存在する状況にある。

　埠頭・倉庫を含めた物流業界においては、景気の回復により物流量の増加が見込まれるものの、エネルギーコスト

上昇にともなう費用負担も大きく、未だ景況感の好転は感じられない状況である。円安により輸出の増加がある一

方、輸入の減少もあり、当面の経営環境は厳しいまま推移することが予想される。

　そのため当社グループは、グループ各社の結束をさらに強め、高い物流品質を維持し、より良いサービスを提供で

きるよう努めてゆく。また、今後も全社で営業拡大を図ってゆく。さらに、これまで同様、厳しい環境下で確実に利

益を確保するため、業務の更なる効率化・合理化を進めてゆく。

　当社グループ（当社及び連結子会社）は、このような環境下、次の諸点を重要課題として取り組み、業績の向上を

目指す。

(1）営業の拡大

　国内総合物流事業においては、新たな主力貨物の獲得、既存拠点の拡大および新拠点への進出を図る。また、

既存の事業モデルにとらわれない新たな事業への取組みにも挑戦する。国際物流事業においては、倉庫・通関を

基盤とした総合物流サービスの提供により、既存拠点の拡充および新たな拠点への展開を図る。

(2）経営基盤の強化

　不採算部門の早期収支改善、顧客満足度向上のための物流品質の向上、ＢＣＰ（事業継続計画）に基づく設備

対策等の実行、計画的な設備投資、業務フロ－の標準化・効率化及び情報システムの再構築、人事制度・教育制

度の見直しによる人材育成とモチベ－ションの向上、組織の見直し等により経営基盤の強化を図る。

(3）社会的責任の向上

　コンプライアンス意識向上、安全強化等に向けた社員教育の充実、内部統制・業務等自主監査の充実、環境関

連業務への積極的取組み、安全衛生の確保、メンタルヘルスケアの充実により社会的責任の向上に取組む。
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４【事業等のリスク】

　有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可

能性のある事項には、以下のようなものがある。

　なお、将来に関する事項については、当連結会計年度末（平成26年３月31日）現在において当社グループ（当社及

び連結子会社）が判断したものである。

①　事業環境の変動

　当社グループの主たる事業は埠頭業、倉庫業を中心とした総合物流事業である。経営基盤の安定、拡充を図るた

め、適時適切な設備投資を行い、且つ経営の多角化を図っているが、景気変動、国際情勢の変動、ＩＴ技術等の進

展による物流の変化、また、荷主企業の生産集約・物流合理化に伴う競争の激化などが、当社グループの経営成績

および財政状態に影響を及ぼす可能性がある。

②　物流施設の災害による被災

　当社グループの主たる事業においては、物流施設が重要な資産である。これらの施設は、東京、神奈川、大阪、

福岡、茨城および鹿児島などに立地している。これらの地域で大規模災害が発生した場合は当社グループの物流施

設に甚大な被害が発生し、経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性がある。

③　資金調達および金利変動

　当社グループは必要資金を主に金融機関からの借入れにより調達している。現在当社グループは設備投資資金の

調達や運転資金等の借換えに支障をきたす状況にはなく、借入金利も安定した状況にあるが、予想外の社会・経済

変動により金融市場が逼迫し、資金の調達、金利面に急激な変化が生じた場合は、当社グループの財政状態および

経営成績に影響を及ぼす可能性がある。

④　株価の変動

　当社グループの保有する時価のある株式は当期末現在、取得原価で27億８千８百万円、貸借対照表計上額（時

価）で40億７百万円であり、評価差額は12億１千８百万円の評価益となっているが、今後の経済情勢または発行会

社の経営状態の急激な変動等による株価の大幅な下落が生じた場合、当社グループの経営成績および財政状態に影

響を及ぼす可能性がある。

⑤　顧客等に対する信用リスク

　当社グループは、顧客および関係先に対して営業未収入金・貸付金等の債権を保有すること等により信用を供与

している。この債権の回収については最大の注意を払い、必要に応じて督促・貨物の留置などの対策を講じている

が、主要な顧客および関係先が財務上の問題に直面した場合、当社グループの経営成績および財政状態に影響を及

ぼす可能性がある。

⑥　固定資産の減損

　当社グループは建物および土地をはじめとする多額の固定資産を保有しており、今後の経済変動等による固定資

産の時価下落および資産グループの収益力の低下等に伴い減損損失が発生する可能性がある。

⑦　繰延税金資産

　当社グループの当期末における繰延税金資産の計上額は評価性引当額（回収可能性がないと判断されたもの）を

除き、19億１千６百万円である。今後、グループ各社の将来所得の発生見込額の減少等に伴い、多額の評価性引当

額が発生する可能性がある。

⑧　退職給付債務

　当社は平成19年４月から退職一時金の一部を確定拠出年金に移行したが、その他の退職給付債務については、割

引率、昇給率等の見積もり数値を用いて計算されており、その変動に伴い変動する。

　また、当社グループは退職給付信託を設定しており、その信託財産は主に信託設定時に当社が拠出した株式によ

り占められている。このため、想定外の株価変動により発生する数理計算上の差異の費用処理等が発生した場合、

当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性がある。

⑨　投資の減損等

　当社グループの保有する時価のない有価証券の当期末における貸借対照表計上額は５億１千８百万円であり、こ

れらは発行会社の財政状態の悪化による実質価値の著しい低下に伴い減損処理の対象となる可能性がある。

　また、当社グループの保有する非連結子会社および関連会社株式の当期末における貸借対照表計上額は８億７千

２百万円である。これらの株式の帳簿価額は当該子会社および関連会社の経営成績または財政状態の悪化に伴い減

額の対象となる可能性がある。
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５【経営上の重要な契約等】

　該当事項なし。

６【研究開発活動】

　該当事項なし。

７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末日（平成26年３月31日）現在において当社グループ（当社及

び連結子会社）が判断したものである。

(1）会計処理の方法及び見積もり

①　投資の減損

　当社グループは、長期的な資金の運用または長期的な取引関係の維持等のために、金融機関を含む取引先の株

式等に対する投資を行っている。これらの投資には時価のある価格変動性の高い上場会社の株式と、時価の決定

が困難な非上場会社の株式等が含まれており、当社グループはこれらの株式等の投資価値の低下が一時的でない

ものと判断した場合に減損処理を行なうこととしている。当連結会計年度において計上した減損処理額は１千３

百万円であり、当連結会計年度末において保有する上場会社の株式に係る未実現損失の額は８千１百万円であ

る。

②　固定資産の減価償却等

　当社グループの主な事業である埠頭業・倉庫業は施設に多額の投資を行なう必要があり、有形固定資産及び無

形固定資産の当連結会計年度末における帳簿価額は267億５千４百万円で総資産額の65.1％、営業収入の額の

81.8％に相当している。当社グループは、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）を除く

有形固定資産の減価償却方法について定率法を採用し、投資資金の早期回収を図っている。当連結会計年度にお

ける減価償却費の計上額は18億３千２百万円であり、これは減価償却の対象となる固定資産の当連結会計年度末

における帳簿価額の10.0％に相当している。

③　退職給付に係る会計処理

　当社グループは、退職給付費用及び債務の計算の前提となる割引率を、従業員の平均残存勤務期間に相当する

ＡＡ格以上の普通社債の連結会計年度末における市場利回りを勘案して設定している。

　当社グループの数理計算上の差異の主な発生原因は、退職給付信託の設定に伴い当社が拠出した株式の想定外

の価格変動及び割引率の変更によるものであり、その処理方法は発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（15年）による定額法によっている。当連結会計年度末における数理計算上の差異の未認識額は３億９千

２百万円（借方残高）である。

　制度移行に伴う過去勤務費用の処理方法は、数理計算上の差異の処理方法に準じて、発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（15年）による定額法によることとしている。当連結会計年度末における過去勤務

費用の未認識額は３千６百万円（貸方残高）である。

④　繰延税金資産

　当社グループの税効果会計の適用に際しては、グループ各社の所得の過去の発生状況及び将来の発生見込に基

づくスケジューリングの結果等を勘案して繰延税金資産の回収可能性の判定を行っている。当社グループにおい

ては、スケジューリング不能のもの、所得の発生見込みに不確実性の存する一部の連結子会社に係るもの等を除

き回収可能であると判断している。

(2）財政状態

①　資本構成

　当社グループの当連結会計年度末における資本構成はその他の包括利益累計額を含めた自己資本が180億４千

３百万円（前連結会計年度末対比４億４千７百万円の減少）で総資産に対する比率は43.9％、借入金が148億４

百万円（前連結会計年度末比１億９千３百万円の増加）同36.0％となっており、前連結会計年度末と比較して自

己資本比率が2.1ポイント低下し、借入金の比率は0.3ポイント低下している。自己資本の低下は、主に利益剰余

金が５億３千６百万円減少したことなどによるものである。また、流動資産は受取手形及び営業未収入金が減少

したが、繰延税金資産が増加したことなどにより６千５百万円増加した。固定資産についても有形固定資産の取

得や株価の上昇により８億４千３百万円増加し、総資産は９億９百万円増加し411億２千万円となった。

②　キャッシュ・フロー

　当社グループの当連会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、営業利益が減益となったことな

どにより、前連結会計年度に比べ１億６百万円減少し、26億２千８百万円となった。なお当連結会計年度におけ

る投資活動・財務活動によるキャッシュ・フローの概要については［業績等の概要］の「(2）キャッシュ・フ

ローの状況」に記載している。

 

EDINET提出書類

東洋埠頭株式会社(E04321)

有価証券報告書

15/88



(3）経営成績

①　概況

　当連結会計年度における経営成績の概要については［業績等の概要］の(1）「業績」に記載している。

②　営業収入

　当連結会計年度における営業収入は、327億１千７百万円（前連結会計年度対比７億４千３百万円の減収）と

なった。なおセグメント別営業収入の概要については［業績等の概要］の(1）「業績」に記載している。

③　営業原価

　当連結会計年度における営業原価は、298億６千８百万円（前連結会計年度対比３億７千４百万円の減少）と

なった。この結果、営業原価の営業収入に対する比率は91.3％となり、前連結会計年度の90.4％と比較して0.9

ポイント上昇した。

④　販売費及び一般管理費

　当連結会計年度における販売費及び一般管理費は、人件費などの増加により16億９千１百万円（前連結会計年

度対比39千万円の増加）となった。

⑤　営業外損益

　当連結会計年度における営業外収益は、２億８千２百万円（前連結会計年度対比４千２百万円の減少）となっ

た。

　営業外費用は３億１千６百万円（前連結会計年度対比６千４百万円の減少）となった。

　金融収支は前連結会計年度より４千５百万円改善し、１億４千万円の赤字となった。

⑥　特別損益

　当連結会計年度において、雪害に伴う当社施設の除却見込額として、災害による損失37百万円、その撤去費用

の見積り額として、災害損失引当金繰入額1,000百万円等を特別損失に計上している。

 

EDINET提出書類

東洋埠頭株式会社(E04321)

有価証券報告書

16/88



第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当社グループ（当社及び連結子会社）は、得意先の満足度の高い物流サービスを提供するとともに、経営基盤の拡

充を計るため、当連結会計年度において23億３千万円（金額には無形固定資産を含み消費税等を含まない。）の設備

投資を実施した。その内訳は、次のとおりである。

国内総合物流事業 2,327百万円

国際物流事業 2

　以上のうち当連結会計年度中に取得・完成した主なものは、提出会社東京支店における庫内改修工事（国内総合物

流事業）、提出会社川崎支店における物流倉庫（国内総合物流事業）である。

　また、所要資金は自己資金及び金融機関からの借入金によっている。
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２【主要な設備の状況】

　当社グループ（当社及び連結子会社）における主要な設備は、以下のとおりである。

(1）提出会社

事業所名
（所在地）

セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額（百万円）

土地面積
（㎡）

従業
員数
(人)

建物及
び構築
物

機械及
び装置

船舶及
び車両
運搬具

土地
リース
資産

その他 合計

本社

(東京都中央区他)

国内総合物流

事業

普通倉庫・

事務所・

社宅等

374 10 － 612 9 4 1,011

24,904

(6,503)

<5,160>

54

東京支店

(東京都中央区他)
〃

普通倉庫・

上屋
1,094 80 1 470 1 7 1,656

26,846

(14,425)
33

川崎支店

(神奈川県川崎市川崎区

他)

〃

バラ物埠頭

設備

穀物サイロ

普通倉庫及び

大豆撰別設備

青果物倉庫・

桟橋及び青果

物流通加工施

設

6,941 1,095 5 94 12 28 8,177

166,276

(64,300)

<35,491>

95

大井事業所

(東京都大田区)
〃 普通倉庫 1,765 238 0 － 0 4 2,008 (13,841) 6

東扇島支店

(神奈川県川崎市川崎区

他)

〃
普通倉庫・

冷蔵倉庫
1,622 101 5 2,328 8 1 4,066

25,111

(1,442)
37

大阪支店

(大阪府大阪市此花区他)
〃

上屋・桟橋・

野積倉庫・

普通倉庫・

青果物倉庫・

液体化学品貯

蔵タンク等

1,268 132 5 1,068 0 4 2,480

13,460

(67,547)

<1,564>

23

博多支店

(福岡県福岡市博多区他)
〃

普通倉庫・

輸入青果物

配送センター

1,183 43 0 1,662 0 2 2,891

13,524

(14,549)

<1,381>

13

鹿島支店

(茨城県神栖市他)
〃

普通倉庫・

冷蔵倉庫・

大豆撰別設備

1,312 173 0 1,685 0 3 3,175
79,154

(20,000)
18

志布志支店

(鹿児島県志布志市)
〃

普通倉庫・

コンテナ荷捌

用設備

441 99 － 353 0 0 895 31,075 8

　（注）１．土地面積の(　)内面積は外数で借用分を示し、<　>内は内数で賃貸分を示している。

２．上記のうち、大阪支店の青果物倉庫は㈱東洋埠頭青果センターに、志布志支店の普通倉庫、コンテナ荷捌用

設備は志布志東洋埠頭㈱にそれぞれ賃貸している。

３．上記以外の主なものとして、事務機器、ソフトウェア、車両等の一部をリース（賃借）している。（年間

リース料28百万円、リース契約期間は主に５年。）

４．その他の有形固定資産には建設仮勘定は含まれていない。
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(2）国内連結子会社

平成26年３月31日現在
 

会社名
（所在地）

セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額（百万円）

土地面積
（㎡）

従業
員数
(人)

建物及
び構築
物

機械及
び装置

船舶及
び車両
運搬具

土地
リース
資産

その他 合計

㈱東洋埠頭青果センター

(大阪府大阪市此花区他)

国内総合物流

事業

上屋・青果物

倉庫
0 0 － － － 0 0

－

(36,266)
25

鹿島東洋埠頭㈱

(茨城県神栖市他)
〃

荷役用機械車

両等
0 30 31 － － 2 64 － 87

志布志東洋埠頭㈱

(鹿児島県志布志市他)
〃

普通倉庫・運

送用車両・荷

役用機械車両

等

46 44 14 78 2 7 194
2,077

(8,677)
127

東永運輸㈱

(大阪府大阪市此花区他)
〃 運送用車両等 0 － 29 6 － 0 36 360 29

　（注）１．土地面積の(　)内面積は外数で借用分を示している。

２．その他の有形固定資産には、建設仮勘定は含まれていない。

(3）在外連結子会社

　該当事項なし。
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３【主要な設備能力】

(1）提出会社の主要設備能力

①主な倉庫業用設備

事業所名

普通倉庫 サイロ 冷蔵倉庫 野積倉庫

所有庫
（うち定温
庫）（㎡）

借庫
（うち定温
庫）（㎡）

合計
（うち定温
庫）（㎡）

所有庫
（㎥）

所有庫
（㎥）

所有庫
（㎡）

東京支店
40,383

(6,748)

28,483

(15,777)

68,866

(22,525)
－ － －

川崎支店
25,629

(2,585)
－

25,629

(2,585)
236,967 － －

＜うち青果物倉庫＞ <22,000>  <22,000>    

大井事業所
21,654

(15,648)
－

21,654

(15,648)
－ － －

東扇島支店
35,509

(2,627)
5,235

40,744

(2,627)
－ 63,317 －

東扇島支店　大黒埠頭営業所 4,184 － 4,184 － － －

大阪支店
30,556

(19,565)
－

30,556

(19,565)
－ － 2,138

大阪支店　東大阪営業所 －
9,736

(3,300)

9,736

(3,300)
－ － －

博多支店
10,244

(4,912)
－

10,244

(4,912)
－ － －

鹿島支店
23,609

(9,893)
－

23,609

(9,893)
312 12,992 －

鹿島支店　常陸那珂営業所
12,661

(2,985)
－

12,661

(2,985)
－ － 2,145

志布志支店
11,585

(660)
－

11,585

(660)
－ － －

合計
216,014

(65,623)

43,454

(19,077)

259,468

(84,700)
237,279 76,309 4,283

 

②主な港湾運送業用設備

事業所名 荷捌場（㎡） 荷役機械（荷役能力）
桟橋
（ｍ）

川崎支店
貯鉱場

22,841

バラ物用移動式橋型起重機３機

（毎時500トン×１機、800トン×２機）

コンテナ荷役用リーチスタッカー１台

656

志布志支店 －
コンテナ荷役用リーチスタッカー２台、トランスファーク

レーン２台
－
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③主な自動車運送業用設備

　該当事項なし。

④主な国際運送取扱業用設備

　該当事項なし。

(2）国内連結子会社の主要設備能力

会社名 設備の種類 関係業務の名称 設備能力

㈱東洋埠頭青果センター 倉庫・上屋 倉庫業・港湾運送業
借庫2,024㎡

上屋20,365㎡（大阪市より賃借）

鹿島東洋埠頭㈱ 荷役用機械・車両
港湾運送業・一般貨

物荷役業

倉庫荷役用フォークリフト33台・

船内荷役用ショベルローダー等11機

曳船１隻

志布志東洋埠頭㈱

荷役用機械・車両
倉庫業・港湾運送

業・一般貨物荷役業

倉庫荷役用フォークリフト26台・

船内荷役用ショベルローダー等19機

運送用車両 自動車運送業

運送用車両９台（積載トン数120トン）

トレーラー８台

シャーシ13本

倉庫 倉庫業 所有庫3,579㎡、借庫6,498㎡

東永運輸㈱ 運送用車両 自動車運送業

運送用車両30台（積載トン数303トン）

トレーラー７台

シャーシ７本（うちリース３本）

 

(3）在外連結子会社の主要設備能力

会社名 設備の種類 関係業務の名称 設備能力

ＯＯＯ東洋トランス 倉庫 国際運送取扱業 借庫7,359㎡

 

４【設備の新設、除却等の計画】

(1）重要な設備の新設

会社名
事業所名

所在地
セグメント
の名称

設備の種類 構造及び数量
投資予定金額

資金調達方法
着手及び完了予定年月

摘要
総額 既支払額 着手 完了

     百万円 百万円     
提出会社

川崎支店

神奈川県川

崎市

国内総合物

流事業

搬送用ライ

ン

ベルトコンベア

３基他
940 －

自己資金及び

借入金
平成26.7 平成27.6 新設

 

(2）重要な設備の除却等

　該当事項なし。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 258,300,000

計 258,300,000

 

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
(平成26年３月31日)

提出日現在発行数（株）
(平成26年６月26日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 77,400,000 77,400,000
東京証券取引所

市場第一部

単元株式数は

1,000株であ

る。

計 77,400,000 77,400,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項なし。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項なし。

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項なし。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成20年９月30日

（注）
△5,226,904 77,400,000 － 8,260 － 4,276

　（注）　会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却したものである。

 

（６）【所有者別状況】

平成26年３月31日現在
 

区分

株式の状況（１単元の株式数 1,000株）
単元未満
株式の状況

（株）
政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の
法人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － 32 45 106 46 － 6,323 6,552 －

所有株式数

（単元）
－ 30,244 1,831 10,786 2,015 － 32,205 77,081 319,000

所有株式数の

割合（％）
－ 39.24 2.38 13.99 2.61 － 41.78 100 －

　（注）１．自己株式157,000株は、「個人その他」に157単元含めて記載している。

２．「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が２単元含まれている。
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（７）【大株主の状況】

  平成26年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

第一生命保険株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番１号 6,690 8.64

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社
東京都中央区晴海一丁目８番11号 3,875 5.00

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 3,428 4.42

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区丸の内一丁目３番３号 3,428 4.42

朝日生命保険相互会社 東京都千代田区大手町二丁目６番１号 2,667 3.44

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目２番１号 2,150 2.77

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号 2,078 2.68

太陽生命保険株式会社 東京都港区海岸一丁目２番３号 2,006 2.59

芝海株式会社 東京都港区海岸二丁目２番８号 1,573 2.03

渡辺倉庫株式会社 東京都港区浜松町二丁目４番21号 1,500 1.93

計 － 29,396 37.97

　（注）１．上記発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）は、小数点第３位を切り捨てて記載している。

２．日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は3,795千株であ

る。

３．株式会社みずほ銀行は、平成26年５月７日に東京都千代田区大手町一丁目５番５号に住所変更している。

４．株式会社みずほ銀行及びその共同保有者であるみずほ信託銀行株式会社から平成25年７月22日付の大量保有

報告書の写しの送付があり、平成25年７月15日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を

受けているが、株式会社みずほ銀行の保有分を除き、当社として期末時点における実質所有株式数の確認が

できないので、上記大株主の状況には含めていない。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（株）
株券等保有割合

（％）

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区丸の内一丁目３番３号 3,428,000 4.43

みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲一丁目２番１号 857,000 1.11
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（８）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成26年３月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　 547,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　76,534,000 76,534 －

単元未満株式 普通株式　　 319,000 － １単元（1,000株）未満の株式

発行済株式総数 77,400,000 － －

総株主の議決権 － 76,534 －

　（注）　「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株含まれている。

　また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数２個が含まれている。

②【自己株式等】

平成26年３月31日現在
 

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

東洋埠頭株式会社
東京都中央区晴海

一丁目８番８号
157,000 － 157,000 0.20

坂出東洋埠頭株式

会社

香川県坂出市入船

町一丁目６番18号
390,000 － 390,000 0.50

計 － 547,000 － 547,000 0.70

 

（９）【ストックオプション制度の内容】

　該当事項なし。

EDINET提出書類

東洋埠頭株式会社(E04321)

有価証券報告書

24/88



２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

（１）【株主総会決議による取得の状況】

　該当事項なし。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

　該当事項なし。

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 7,950 1,978,690

当期間における取得自己株式 766 186,138

　（注）　当期間における取得自己株式には、平成26年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買

取請求による株式は含まれていない。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額

（円）
株式数（株）

処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行なった取得自己株式 － － － －

消却の処分を行なった取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行なった

取得自己株式
－ － － －

その他

（単元未満株式の買増請求による買増し）
－ － － －

保有自己株式数 157,000 － 157,766 －

　（注）１．当期間における処理自己株式には、平成26年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の

買増請求による株式は含まれていない。

２．当期間における保有自己株式数には、平成26年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式

の買取請求及び買増請求による株式は含まれていない。
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３【配当政策】

　当社の主たる事業である埠頭業、倉庫業は、施設に多額の投資を必要とし、その回収は長期にわたらざるを得な

い。これらの設備投資は長期的観点から計画的かつ持続的に実施することが必要であり、このことにより安定的な経

営基盤が確保されるものと考えている。

　当社は、株主に対する利益還元を経営の重要政策の一つとして位置づけており、利益の配分にあたっては、前述の

ような事業の性格を踏まえ、長期にわたり収益の安定的な確保に努めるとともに、財務体質を強化し、安定的配当を

行なうことを基本方針としている。

　当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行なうことを基本方針としている。

　これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会である。

　当事業年度の配当については、以上の方針に基づき、中間配当として１株当たり２円50銭、期末配当については１

株当たり２円50銭とし、年間５円とした。

　内部留保資金は、主として設備投資資金に充当している。

　当社は、「取締役会の決議により、毎年９月30日の最終の株主名簿等に記載または記録された株主または登録株式

質権者に対し、中間配当を行うことができる。」旨定款に定めている。

　なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりである。

決議年月日 配当金の総額（百万円） １株当たり配当額（円）

平成25年10月30日　取締役会決議 193 2.5

平成26年６月26日　定時株主総会決議 193 2.5

 

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第99期 第100期 第101期 第102期 第103期

決算年月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月

最高（円） 192 171 176 240 371

最低（円） 126 104 115 118 154

　（注）　最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものである。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成25年10月 平成25年11月 平成25年12月 平成26年１月 平成26年２月 平成26年３月

最高（円） 302 291 282 274 235 252

最低（円） 258 250 225 236 195 203

　（注）　最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものである。
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５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
任期
（年）

所有株式数
（千株）

代表取締役

会長
 三浦　等 昭和21年８月18日生

 
昭和47年４月

平成８年６月

当社入社

鹿島支店長

　　12年６月 取締役鹿島支店長

17年６月 取締役常務執行役員川崎支店長

22年６月 代表取締役社長

26年４月 代表取締役会長（現任）
 

１ 73

代表取締役

社長
 原　匡史 昭和34年11月12日生

 
昭和60年４月 当社入社

平成20年６月 経営企画部長

　　21年６月 執行役員経営企画部長

　　22年６月 取締役執行役員業務部長兼営業部、経

営企画部担当

　　25年４月

 

 

　　26年４月

取締役常務執行役員業務部長兼港運部

長兼営業部、青果営業部、国際営業部

担当

代表取締役社長（現任）
 

１ 35

取締役

港運部長兼

国際営業部

担当

原　秀敏 昭和27年５月３日生

 
昭和51年４月 当社入社

平成16年６月 東京支店長

19年６月 執行役員東京支店長

20年６月 執行役員営業部長

21年６月 取締役執行役員営業部長

22年６月 取締役執行役員川崎支店長

25年４月

26年４月

取締役常務執行役員川崎支店長

取締役常務執行役員港運部長兼国際営

業部担当（現任）
 

１ 49

取締役

経理部長兼

情報システ

ム部担当

萩原　卓郎 昭和34年９月15日生

 
昭和57年４月

平成18年７月

当社入社

経理部次長

　　21年６月 執行役員経理部長

　　22年６月

 

　　26年４月

取締役執行役員経理部長兼情報システ

ム部、施設部担当

取締役執行役員経理部長兼情報システ

ム部担当（現任）
 

１ 14

取締役 大阪支店長 山口　哲生 昭和32年７月20日生

 
昭和56年４月 当社入社

平成21年６月

　　22年６月

博多支店長

執行役員博多支店長

25年４月 執行役員大阪支店長

26年６月 取締役執行役員大阪支店長（現任）
 

１ 15

取締役 川崎支店長 西　修一 昭和36年１月16日生

 
昭和61年11月 当社入社

平成21年６月

　　22年６月

志布志支店長

執行役員志布志支店長

　　26年４月

　　26年６月

執行役員川崎支店長

取締役執行役員川崎支店長（現任）
 

１ 15

監査役

(常勤)
 茂木　有司 昭和19年９月12日生

 
昭和43年４月

平成７年２月

当社入社

経理部長

　　８年６月 取締役経理部長

　　17年６月 取締役兼常務執行役員経理部長

　　19年６月

 

　　21年６月

取締役兼専務執行役員経理部管掌総務

部、情報システム部、施設部担当

取締役専務執行役員総務部、経理部管

掌兼情報システム部、施設部、業務監

査室担当

　　22年６月 顧問

　　23年６月 監査役（現任）
 

(注)2 61
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴
任期
（年）

所有株式数
（千株）

監査役  露木　繁夫 昭和29年７月12日生

 
昭和52年４月 第一生命保険（相）（現第一生命保険

㈱）入社

平成15年７月 同社取締役運用企画部長兼運用関連事

業部長

16年７月 同社執行役員運用企画本部長兼運用企

画部長

17年４月 同社常務執行役員運用企画部長

19年６月 当社監査役（現任）

20年７月 第一生命保険（相）（現第一生命保険

㈱）取締役常務執行役員

23年４月

26年４月

第一生命保険㈱取締役専務執行役員

第一生命保険㈱代表取締役副社長執行

役員（現任）
 

(注)2 －

監査役  加藤　朋行 昭和19年８月14日生

 
昭和43年12月 アーンスト・アンド・アーンスト（現

アーンスト・アンド・ヤング）東京事

務所入所

59年３月 監査法人太田哲三事務所（その後太田

昭和監査法人）社員就任

平成４年７月 太田昭和監査法人（その後新日本監査

法人）代表社員

18年４月 千葉商科大学会計専門職大学院客員教

授（平成19年３月退任）

18年６月 新日本監査法人（現新日本有限責任監

査法人）退任

19年６月 当社監査役（現任）
 

(注)2 －

    計  262

　（注）１．監査役　露木繁夫及び監査役　加藤朋行は、社外監査役である。

２．平成23年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

３．「所有株式数」の欄には、当社役員持株会名義の株式を含んでいない。

４．当社は執行役員制度を導入している。執行役員は12名で、上記の取締役兼任者の他の執行役員は次のとおり

である。

髙沢　由二　　　常務執行役員鹿島支店長

相座　政夫　　　執行役員総務部長兼業務監査部担当

白井　邦良　　　執行役員東扇島支店長

鈴木　康司　　　執行役員博多支店長

坂本　啓則　　　執行役員東京支店長

大野　武一　　　執行役員業務部長兼経営企画部長

地曵　髙士　　　執行役員志布志支店長

三上　慎治　　　執行役員青果営業部長兼川崎支店青果部長

５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠監査

役１名を選任している。

補欠監査役の略歴は次のとおりである。

氏名 生年月日 略歴
所有株式数
（千株）

竹下　正己 昭和21年12月17日生

 
昭和46年７月 弁護士登録

同年同月 原秀男法律事務所（現　原合同法律事務

所）入所

平成21年４月 原合同法律事務所代表（現任）
 

－
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

※コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社は、社会的責任を果たし、継続的な成長、発展を目指すために、コーポレート・ガバナンスを充実させること

が重要な経営上の課題であることを認識し、諸策を講じている。

(1）企業統治の体制

①　企業統治の体制の概要及び採用する理由

・当社は、監査役制度を採用している。物流専業者という事業の性格及び規模から取締役を６名とし、監査役

は、常勤監査役１名、社外監査役２名の計３名で構成しており、迅速な経営判断と相互監視及び適正な監査を

行なう体制を敷いている。

・当社は、業務執行の責任体制を明確化し、迅速、且つ効率的な業務執行を図るため、執行役員制度を導入して

いる。

・当社は、経営に関する迅速な意見の決定、情報交換等を行なうため、取締役会、監査役会のほか、経営会議、

執行役員会及び全国支店長会議を定期的に開催している。

経営会議は社長以下取締役（必要に応じて執行役員）及び常勤監査役で構成され、業務執行上の重要事項につ

いて協議している。

執行役員会は、社長以下の取締役、執行役員及び常勤監査役によって構成され、経営方針の徹底、業務遂行状

況の確認、情報交換等を行なっている。

②　コーポレート・ガバナンスを図表で表すと次のとおりである。

会社の機関・内部統制関係図
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③　会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

　当社は「経営理念」を経営の拠りどころとし、日常の行動においては「行動の指針」を実践し、健全な姿で持

続的に発展していく会社を目指している。

　そのために、内部統制システム構築の基本方針を次のとおりとした。

一．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

ア．コンプライアンス全体を統括する組織として、社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置

し、コンプライアンスを最重要課題の一つとして職務の執行に当たるよう教育、指導を徹底する。

イ．コンプライアンス委員会の活動については、取締役会、監査役会に報告する。

ウ．当社及びグループ各社は企業の社会的責任を十分認識し、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力

及び団体に対しては法令に則し毅然とした態度で対応する。

二．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役会、経営会議、執行役員会等の議事録及び職務執行に関する重要な稟議書等の文書は、法令及び当社

の文書規程に基づいて管理、保存する。

三．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

ア．事業上のあらゆるリスクに対処し、リスク全般を統括する組織として、社長を委員長とする「リスク管理

委員会」を設置し、予防対策及び有事の対策を講じる。

イ．リスク管理委員会の下部組織としてリスク管理に関するワーキンググループを組織し、各事業所における

リスクの把握、対策等を講じる。

ウ．特に人命尊重、安全の確保には重点を置き、「全社ゼロ災推進本部」「支店ゼロ災推進本部」を設置し、

ゼロ災活動を強化する。

四．取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制

ア．当社は、経営の効率化を図り、コーポレート・ガバナンスを強化するため、執行役員制度を導入してい

る。取締役会は迅速な意思決定と経営の監督を掌ることとし、取締役会の決定に基づき執行役員が業務執

行を迅速且つ効率的に行なっていく。

イ．毎月定例の取締役会のほか、必要に応じて取締役会を開催して迅速に意思決定し、機動的に業務を執行す

る体制とする。

ウ．経営会議を臨機に開催して、業務執行上の重要課題について掘り下げて議論し、戦略を練る。

エ．毎月執行役員会及び全国支店長会議を開催し、業務執行状況を確認するとともに経営方針の徹底を図る。

五．使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

ア．使用人の職務の執行にあたっては、会社職制規程、職務分掌規程に従って責任体制、担当範囲を明確にす

る。

イ．内部監査として業務監査部が定期的に業務監査を実施し、各業務の適法性について監査する。

ウ．コンプライアンス委員会が、随時コンプライアンスについて教育、広報を行なう。

エ．「行動の指針」を実践し、関係法令、社会のルールを遵守することを徹底する。

六．企業集団における業務の適正を確保するための体制

ア．当社のコンプライアンス委員会がグループ全体のコンプライアンスを統括し、推進していくとともに、企

業グループ各社にコンプライアンス推進責任者を置き、グループ各社のコンプライアンスを推進する。

イ．グループ各社の経営については、その自主性を尊重しつつ当社が予算管理を行なうとともに、定期的に業

務執行状況の報告を求め、また重要案件の事前協議を実施する。

ウ．当社の業務監査部が定期的にグループ各社の業務監査を実施し、適法性について監査する。

エ．当社の監査役とグループ各社の監査役がグループ内の業務の適正を図るための連携を図る。

七．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

　監査役から補助すべき使用人を必要とする旨申し出があった場合は、監査役と協議して補助すべき使用人を

業務監査部の要員の中から選任する。

八．監査役スタッフである使用人の取締役からの独立性に関する事項

　監査役を補助すべき使用人の人事異動、人事考課等は、監査役と協議して行なう。

九．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

ア．取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い、直ち

に監査役に報告する。

イ．取締役又は使用人は、業務執行に関する重要事項について監査役に報告する。

ウ．業務監査部は、業務監査の結果を監査役に報告する。
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十．その他監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制

ア．監査役は、主要な稟議書及び業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人から

説明を求めることができる。

イ．常勤監査役は取締役会のほか経営会議、執行役員会及び全国支店長会議をはじめ重要な会議に出席する。

ウ．監査役は、会計監査人から会計監査の内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行ない連携を

図っていく。

エ．監査役は、業務監査部と連携を図りながら監査を行なう。

オ．監査役会は、定期的に社長と面談し、意見の交換を行なう。

④　内部監査及び監査役監査の状況

・当社は業務監査部（８名、内兼務４名）を設け、当社グループ全体の業務執行における適法性、企業倫理の監

査等を行ない、コンプライアンスの徹底を図っている。

・監査役は、業務監査部から年間の監査計画について説明を受け、意見の交換を行なっている。また、定時（年

２回）及び随時、監査状況及び結果の報告を聴取している。

・監査役は、会計監査人から、監査計画・監査手続について説明を受け、また、往査時或いは随時会合を持ち、

監査に関する報告を受け、意見の交換を行なっている。

また、当連結会計年度末に、監査実施に関する説明書の提出及び説明を受けている。

⑤　会計監査の状況

　当社は新日本有限責任監査法人を会計監査人に選任しており、会計監査人は年間会計監査計画に基づき、当

社、連結子会社及び持分法適用会社の監査を行なっている。

業務を執行した公認会計士の氏名 監査業務補助者の構成 所属する監査法人名

指定有限責任社員　業務執行社員　　大橋　洋史 公認会計士　７名

その他　　　９名
新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員　業務執行社員　　南山　智昭

　（注）業務を執行した公認会計士の継続監査年数については、全員７年以内であるため、記載を省略している。

⑥　社外監査役との関係

・当社の社外監査役は２名である。

・露木繁夫監査役は、企業経営の豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を活かし、取締役の職務執行の監督機能

の向上に寄与しており、社外監査役として適任である。露木監査役は、当社の筆頭株主である第一生命保険株

式会社の代表取締役副社長執行役員である。同社と当社との間には金銭借入等の取引があるが、その額は当連

結会計年度末日現在で総借入額の７％程度であり、当社の意思決定に対して影響を与えるものではない。

・加藤朋行監査役は、公認会計士の資格を有しており、会社財務・法務に精通し、会社経営を統治する充分な見

識を有していることから、公正且つ客観的な監査に寄与しており、社外監査役として適任である。加藤監査役

は、公認会計士であるが、当社とは一切の取引関係はない。

・社外監査役は、会計監査人から監査計画概要書により、監査計画・監査手続き及び監査目標について説明を受

け、意見の交換を行なっている。

・社外監査役は、会計監査人と往査時或いは随時会合を持ち、監査に関する報告を受け、意見の交換を行なって

いる。

・社外監査役は、会計監査人から連結会計年度末に監査実施報告書の提出を受けるとともに、説明を受けてい

る。

・社外監査役は、内部監査部門である業務監査部から年間の監査計画について説明を受け、意見の交換を行なっ

ている。

・社外監査役は、業務監査部から定時（年２回）及び随時、監査状況及び結果の報告を聴取している。

・社外取締役は必要と考えているが、現在のところ適任者がいないため選任していない。但し社外取締役に期待

される外部的視点からの監督機能等は、当社においては、社外監査役がその役割を全うすることで、十分にそ

の機能を果たすことが可能であると考えている。

・当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準、もしくは方針として明確に定めた

ものはないが、その選任に際し、候補者の経歴や当社との関係を踏まえ、当社経営陣から独立した立場で社外

役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できること、また一般株主と利益相反が生じる恐れがない

こと等を基準として考慮し、個別に判断している。
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(2）リスク管理体制の整備の状況

　当社は、社長を委員長とするリスク管理委員会及びその下部組織であるワーキンググループの活動を通じて、リ

スク管理についての対策を講じている。

(3）役員報酬の内容

①　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数
（人）基本報酬 賞与

取締役

（社外取締役を除く。）
132 132 － 6

監査役

（社外監査役を除く。）
19 19 － 1

社外役員 9 9 － 2

 

②　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

　取締役及び監査役の報酬は、株主総会の決議により月額限度額を決定している。

　各取締役の報酬額は、当社の定める一定の基準に基づき決定し、各監査役の報酬額は、監査役会の協議により

決定している。

　なお、役員退職慰労金制度については、平成17年３月の取締役会において廃止を決議している。

 

(4）株式の保有状況

①　投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

70銘柄　4,473百万円

 

②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、貸借対照表計上額及び保有目的

前事業年度

特定投資株式

銘柄 株式数㈱
貸借対照表計上額

（百万円）
保有目的

㈱みずほフィナンシャルグループ 3,591,150 714 取引関係の維持・強化

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,198,460 668 取引関係の維持・強化

豊田通商㈱ 146,521 357 取引関係の維持・強化

ショーボンドホールディングス㈱ 69,400 236 取引関係の開拓・維持

イーサポートリンク㈱ 1,111 216 取引関係の維持・強化

旭化成㈱ 293,668 184 取引関係の維持・強化

日本紙パルプ商事㈱ 585,006 175 取引関係の維持・強化

王子ホールディングス㈱ 422,700 146 取引関係の維持・強化

ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグルー

プホールディングス㈱
66,695 137 取引関係の維持・強化

太平洋セメント㈱ 569,930 125 取引関係の開拓・維持

㈱Ｔ＆Ｄホールディングス 74,910 85 取引関係の維持・強化

東京汽船㈱ 100,000 52 取引関係の維持・強化

東亜建設工業㈱ 380,000 49 取引関係の維持・強化

旭硝子㈱ 73,929 47 取引関係の維持・強化

 

EDINET提出書類

東洋埠頭株式会社(E04321)

有価証券報告書

32/88



 

銘柄 株式数㈱
貸借対照表計上額

（百万円）
保有目的

㈱トクヤマ 100,000 26 取引関係の維持・強化

木徳神糧㈱ 50,000 24 取引関係の維持・強化

㈱伊藤園 10,200 22 取引関係の維持・強化

㈱なとり 24,000 22 取引関係の開拓・維持

大成建設㈱ 77,000 19 取引関係の維持・強化

シナネン㈱ 43,881 17 取引関係の開拓・維持

㈱デイ・シイ 55,000 17 取引関係の維持・強化

第一生命保険㈱ 130 16 取引関係の維持・強化

住友大阪セメント㈱ 53,000 14 取引関係の維持・強化

三菱マテリアル㈱ 49,050 13 取引関係の維持・強化

北越紀州製紙㈱ 29,250 13 取引関係の維持・強化

双日㈱ 68,467 9 取引関係の維持・強化

ケイヒン㈱ 50,000 9 取引関係の維持・強化

阪和興業㈱ 27,398 9 取引関係の維持・強化

㈱ミツウロコグループホールディン

グス
17,355 8 取引関係の維持・強化

㈱ＡＤＥＫＡ 8,618 6 取引関係の維持・強化

 

みなし保有株式

銘柄 株式数㈱
貸借対照表計上額

（百万円）
保有目的

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 890,000 496 取引関係の維持・強化

　（注）　貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していない。
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当事業年度

特定投資株式

銘柄 株式数㈱
貸借対照表計上額

（百万円）
保有目的

㈱みずほフィナンシャルグループ 3,591,150 732 取引関係の維持・強化

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,198,460 679 取引関係の維持・強化

豊田通商㈱ 146,521 383 取引関係の維持・強化

ショーボンドホールディングス㈱ 69,400 316 取引関係の開拓・維持

イーサポートリンク㈱ 111,100 267 取引関係の維持・強化

旭化成㈱ 303,007 212 取引関係の維持・強化

太平洋セメント㈱ 569,930 212 取引関係の開拓・維持

日本紙パルプ商事㈱ 585,006 204 取引関係の維持・強化

王子ホールディングス㈱ 422,700 195 取引関係の維持・強化

ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグルー

プホールディングス㈱
66,695 157 取引関係の維持・強化

㈱Ｔ＆Ｄホールディングス 74,910 91 取引関係の維持・強化

東亜建設工業㈱ 380,000 80 取引関係の維持・強化

東京汽船㈱ 100,000 55 取引関係の維持・強化

旭硝子㈱ 73,929 44 取引関係の維持・強化

大成建設㈱ 77,000 35 取引関係の維持・強化

㈱トクヤマ 100,000 33 取引関係の維持・強化

㈱デイ・シイ 55,000 32 取引関係の維持・強化

㈱なとり 24,000 26 取引関係の開拓・維持

木徳神糧㈱ 50,000 24 取引関係の維持・強化

㈱伊藤園 10,200 23 取引関係の維持・強化

住友大阪セメント㈱ 53,000 22 取引関係の維持・強化

第一生命保険㈱ 13,000 19 取引関係の維持・強化

シナネン㈱ 43,881 17 取引関係の開拓・維持

北越紀州製紙㈱ 29,250 15 取引関係の維持・強化

三菱マテリアル㈱ 49,050 14 取引関係の維持・強化

阪和興業㈱ 30,922 12 取引関係の維持・強化

双日㈱ 68,467 12 取引関係の維持・強化

㈱ＡＤＥＫＡ 9,906 11 取引関係の維持・強化

㈱ミツウロコグループホールディン

グス
17,355 10 取引関係の維持・強化

ケイヒン㈱ 50,000 8 取引関係の維持・強化
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みなし保有株式

銘柄 株式数㈱
貸借対照表計上額

（百万円）
保有目的

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 890,000 504 取引関係の維持・強化

（注）　貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していない。

 

(5）責任限定契約の内容の概要

　当社と社外監査役は、会社法第427条第１項の規定による責任限定契約を締結している。その契約の内容の概要

は次のとおりである。

・社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、法令が規定する最低責任限度額を限

度として、その責任を負う。

・上記の責任限定が認められるのは、当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過

失がないときに限るものとする。

(6）自己株式の取得

　当社は、自己株式の取得について、「当会社は、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得する

ことができる。」旨定款に定めている。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とするために自己株式を取得する

ことを目的とするものである。

(7）取締役の選任の決議要件

　当社は、取締役の選任決議について、「議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株

主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う。」旨定款に定めている。

(8）株主総会の特別決議要件

　当社は、会社法第309条第２項の定めによる株主総会の特別決議要件について、「議決権を行使することができ

る株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもってこれを行う。」旨定款

に定めている。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行な

うことを目的とするものである。

(9）取締役の定員

　当社は、「当会社に、取締役10名以内を置く。」旨定款に定めている。

(10）中間配当

　当社は、「当会社は、取締役会の決議により、毎年９月30日の最終の株主名簿等に記載または記録された株主ま

たは登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。」旨定款に定めている。これは、株主への機動的な利

益還元を行なうことを目的とするものである。
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（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

提出会社 34 － 34 －

連結子会社 － － － －

計 34 － 34 －

 

②【その他重要な報酬の内容】

（前連結会計年度）

　該当事項なし。

 

（当連結会計年度）

　該当事項なし。

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

（前連結会計年度）

　該当事項なし。

 

（当連結会計年度）

　該当事項なし。

④【監査報酬の決定方針】

　当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査対象事業年度の監査予定時間を基礎として計算

した見積報酬額の提示及び説明を受け、妥当性を検討及び協議した結果、最終的に経営者が決定している。

　なお、監査報酬の決定については、会社法第399条に基づき監査役会の同意を得ている。

 

EDINET提出書類

東洋埠頭株式会社(E04321)

有価証券報告書

36/88



第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成している。

　　なお、当連結会計年度（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）の連結財務諸表に含まれる比較情報につ

いては、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成24年９月21日

内閣府令第61号）附則第３条第２項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成している。

 

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成している。

　　なお、当事業年度（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）の財務諸表に含まれる比較情報については、

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成24年９月21日内閣府令

第61号）附則第２条第２項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成している。

　　また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成してい

る。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（平成25年４月１日から平成26年３月

31日まで）の連結財務諸表及び事業年度（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）の財務諸表について、新日

本有限責任監査法人により監査を受けている。

 

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
　当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行なっている。具体的には、会計基準等の内容

を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、開催されるセミナー等に参加し

ている。
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当連結会計年度

(平成26年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※２ 1,893 ※２ 1,843

受取手形及び営業未収入金 ※３ 4,002 3,741

原材料及び貯蔵品 144 137

前払費用 155 159

繰延税金資産 273 597

その他 488 543

貸倒引当金 △4 △5

流動資産合計 6,952 7,018

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※２ 52,107 ※２ 54,052

減価償却累計額 △37,006 △38,129

建物及び構築物（純額） ※２ 15,101 ※２ 15,923

機械及び装置 19,074 19,129

減価償却累計額 △16,689 △17,083

機械及び装置（純額） 2,385 2,045

船舶及び車両運搬具 1,103 1,137

減価償却累計額 △996 △1,043

船舶及び車両運搬具（純額） 106 94

工具、器具及び備品 985 991

減価償却累計額 △895 △912

工具、器具及び備品（純額） 90 79

土地 ※２ 8,359 ※２ 8,360

リース資産 173 151

減価償却累計額 △114 △113

リース資産（純額） 59 37

建設仮勘定 13 30

有形固定資産合計 26,115 26,571

無形固定資産   

リース資産 31 19

その他 161 163

無形固定資産合計 193 182

投資その他の資産   

投資有価証券 ※１,※２ 4,956 ※１,※２ 5,398

長期貸付金 34 31

繰延税金資産 279 273

その他 1,757 1,710

貸倒引当金 △79 △66

投資その他の資産合計 6,949 7,347

固定資産合計 33,258 34,101

資産合計 40,210 41,120
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  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当連結会計年度

(平成26年３月31日)

負債の部   

流動負債   

営業未払金 2,871 2,792

短期借入金 ※２ 6,313 ※２ 6,028

リース債務 45 28

未払金 749 631

未払法人税等 433 328

災害損失引当金 － 1,000

設備関係支払手形 ※３ 111 124

その他 1,013 1,010

流動負債合計 11,537 11,944

固定負債   

長期借入金 ※２ 8,297 ※２ 8,775

リース債務 43 23

繰延税金負債 2 3

退職給付引当金 1,071 －

退職給付に係る負債 － 1,500

役員退職慰労引当金 67 60

資産除去債務 550 563

その他 108 146

固定負債合計 10,140 11,074

負債合計 21,677 23,019

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,260 8,260

資本剰余金 5,182 5,182

利益剰余金 4,529 3,992

自己株式 △53 △55

株主資本合計 17,918 17,380

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 536 858

為替換算調整勘定 35 35

退職給付に係る調整累計額 － △229

その他の包括利益累計額合計 572 663

少数株主持分 42 56

純資産合計 18,533 18,100

負債純資産合計 40,210 41,120
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

(自　平成24年４月１日
　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成25年４月１日
　至　平成26年３月31日)

営業収入 33,461 32,717

営業原価 ※２ 30,243 ※２ 29,868

営業総利益 3,217 2,848

販売費及び一般管理費 ※１,※２ 1,651 ※１,※２ 1,691

営業利益 1,566 1,156

営業外収益   

受取利息 4 4

受取配当金 93 96

受取地代家賃 80 83

その他 146 97

営業外収益合計 325 282

営業外費用   

支払利息 284 241

持分法による投資損失 82 60

その他 14 14

営業外費用合計 381 316

経常利益 1,509 1,122

特別利益   

固定資産売却益 ※３ 83 ※３ 7

特別利益合計 83 7

特別損失   

固定資産除却損 ※４ 160 ※４ 33

投資有価証券評価損 － 13

災害による損失 － 37

災害損失引当金繰入額 － 1,000

特別損失合計 160 1,084

税金等調整前当期純利益 1,433 44

法人税、住民税及び事業税 631 546

法人税等調整額 △6 △365

法人税等合計 624 181

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調

整前当期純損失（△）
808 △136

少数株主利益 8 13

当期純利益又は当期純損失（△） 799 △150
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【連結包括利益計算書】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(自　平成24年４月１日
　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成25年４月１日
　至　平成26年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調

整前当期純損失（△）
808 △136

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 571 321

為替換算調整勘定 △9 △7

持分法適用会社に対する持分相当額 4 6

その他の包括利益合計 ※ 566 ※ 321

包括利益 1,375 184

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 1,365 170

少数株主に係る包括利益 9 13
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自平成24年４月１日　至平成25年３月31日）

    (単位：百万円)

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 8,260 5,182 4,192 △52 17,582

当期変動額      

剰余金の配当   △463  △463

当期純利益   799  799

自己株式の取得    △0 △0

自己株式の処分  △0  0 0

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

     

当期変動額合計 － △0 336 △0 335

当期末残高 8,260 5,182 4,529 △53 17,918

 

       

 その他の包括利益累計額

少数株主持分 純資産合計
 

その他有価証券
評価差額金

為替換算調整勘定
退職給付に係る調
整累計額

その他の包括利
益累計額合計

当期首残高 △35 41 － 6 33 17,622

当期変動額       

剰余金の配当      △463

当期純利益      799

自己株式の取得      △0

自己株式の処分      0

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

571 △5 － 566 9 575

当期変動額合計 571 △5 － 566 9 911

当期末残高 536 35 － 572 42 18,533
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当連結会計年度（自平成25年４月１日　至平成26年３月31日）

    (単位：百万円)

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 8,260 5,182 4,529 △53 17,918

当期変動額      

剰余金の配当   △386  △386

当期純損失（△）   △150  △150

自己株式の取得    △1 △1

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

     

当期変動額合計 － － △536 △1 △538

当期末残高 8,260 5,182 3,992 △55 17,380

 

       

 その他の包括利益累計額

少数株主持分 純資産合計
 

その他有価証券
評価差額金

為替換算調整勘定
退職給付に係る調
整累計額

その他の包括利
益累計額合計

当期首残高 536 35 － 572 42 18,533

当期変動額       

剰余金の配当      △386

当期純損失（△）      △150

自己株式の取得      △1

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

321 △0 △229 91 13 105

当期変動額合計 321 △0 △229 91 13 △433

当期末残高 858 35 △229 663 56 18,100
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

(自　平成24年４月１日
　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成25年４月１日
　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 1,433 44

減価償却費 1,895 1,832

引当金の増減額（△は減少） △18 △1,090

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － 1,144

固定資産処分損益（△は益） 76 26

借地権利金償却額 19 20

災害損失 － 37

災害損失引当金の増減額（△は減少） － 1,000

投資有価証券評価損益（△は益） － 13

受取利息及び受取配当金 △98 △101

支払利息 284 241

持分法による投資損益（△は益） 82 60

売上債権の増減額（△は増加） 619 303

仕入債務の増減額（△は減少） △359 △90

その他 △173 △2

小計 3,760 3,440

利息及び配当金の受取額 108 111

利息の支払額 △289 △251

災害損失の支払額 △2 △22

法人税等の支払額 △842 △649

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,735 2,628

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △450 △450

定期預金の払戻による収入 450 450

固定資産の取得による支出 △1,450 △2,362

固定資産の売却による収入 118 7

固定資産の除却による支出 △122 △37

投資有価証券の取得による支出 △34 △10

貸付けによる支出 － △517

貸付金の回収による収入 16 492

その他 0 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,472 △2,427

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △70 58

長期借入れによる収入 2,847 3,387

長期借入金の返済による支出 △3,901 △3,272

自己株式の取得による支出 △0 △1

配当金の支払額 △463 △385

リース債務の返済による支出 △52 △46

その他 0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,641 △259

現金及び現金同等物に係る換算差額 11 9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △366 △49

現金及び現金同等物の期首残高 1,860 1,493

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,493 ※１ 1,443
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【注記事項】

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社

㈱東洋埠頭青果センター

㈱東洋トランス

東京東洋埠頭㈱

鹿島東洋埠頭㈱

志布志東洋埠頭㈱

東永運輸㈱

ＯＯＯ東洋トランス

ＯＯＯＴＢ東洋トランス　　　　　　　　 8社

(2）主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社

　㈱ティーエフ大阪、新潟東洋埠頭㈱

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、いずれも小規模であり、非連結子会社の連結会社との債権と債務、取引等の消去後の総

資産及び売上高、連結会社との取引による資産に含まれる未実現損益の消去前の当期純損益のうち持分に見

合う額及び利益剰余金等のうち持分に見合う額はいずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないので

連結の範囲から除いた。

２．持分法の適用に関する事項

(1）持分法適用会社

新潟東洋埠頭㈱ （非連結子会社）  

坂出東洋埠頭㈱ （関連会社)  

東光ターミナル㈱ （　 〃 　)  

㈱オーエスティ物流 （　 〃 　）  

上海青旅東洋物流有限公司（　 〃 　） 5社

(2）主要な持分法非適用会社

非連結子会社　㈱ティーエフ大阪

(3）持分法非適用の非連結子会社及び関連会社はそれぞれ当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微で

あり、全体としても重要性がないので持分法を適用していない。

(4）持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、当該会社の会計年度に係る財務諸

表を使用している。ただし、連結決算日との間の、重要な取引については、必要な調整を行なっている。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうちＯＯＯ東洋トランス、ＯＯＯＴＢ東洋トランスの決算日は12月31日である。連結財務諸表

の作成に当たっては、12月31日現在の財務諸表を使用している。

　なお、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行なっている。

４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定）

時価のないもの

　移動平均法による原価法

②　たな卸資産

原材料及び貯蔵品

　個別法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）
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(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法。ただし、平成10年４月１日以降取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりである。

建物及び構築物　２～65年

機械及び装置　　２～15年

無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法。

　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採

用している。

リース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法。

　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の

リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等につい

ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

②　役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えるため、支出見積額を計上することとしたが、当連結会計年度は支出しないこと

としたため計上していない。

③　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に充てるため、内規に基づく支出見積額を計上している。

　なお、当社は平成17年６月29日付で、役員退職慰労金制度を廃止したため、制度廃止日に在任している

役員に対する在任期間に対応した支出見積額を計上している。

④　災害損失引当金

　雪害に伴う施設の撤去費用の支出に備えるため、その見積り額を計上している。

(4）退職給付に係る会計処理の方法

①　退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい

ては期間定額基準によっている。

②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

　数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）による定額法

により、発生した連結会計年度の翌連結会計年度から費用処理し、過去勤務費用は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）による定額法により、発生した連結会計年度から費用処理

することとしている。

(5）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して

いる。また、在外連結子会社の資産及び負債は当該子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収

益及び費用は、期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含め

て計上している。持分法適用の在外関連会社の資産、負債、収益及び費用は、当該関連会社の決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上している。

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　特例処理の要件を満たす金利スワップについて、特例処理を採用している。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　金利スワップ

ヘッジ対象　変動金利借入金

③　ヘッジ方針

　借入金に係る金利変動リスクを低減する目的で金利スワップ取引を利用する方針である。
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(7）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資からなっている。

(8）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理の方法

　消費税等の会計処理の方法は、税抜方式を採用している。

 

（会計方針の変更）

（退職給付に関する会計基準等の適用）

　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準26号　平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成24年５月17日。以

下「退職給付適用指針」という。）を当連結会計年度末より適用し（ただし、退職給付会計基準第35項本文及

び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めを除く。）、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を

退職給付に係る負債として計上する方法に変更し、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用を退職給

付に係る負債に計上している。

　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っており、当

連結会計年度末において、当該変更に伴う影響額をその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に加

減している。

　この結果、当連結会計年度末において、退職給付に係る負債が1,500百万円計上されるとともに、その他の

包括利益累計額が229百万円減少している。

　なお、１株当たり純資産額は2.98円減少している。

 

（未適用の会計基準等）

・「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日）

・「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成24年５月17日）

 

(1）概要

　未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の処理方法、退職給付債務及び勤務費用の計算方法並び
に開示の拡充等について改正された。

 

(2）適用予定日

　退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正については、平成27年３月期の期首から適用する。

　なお、当該会計基準等には経過的な取り扱いが定められているため、過去の期間の連結財務諸表に対して

は遡及適用しない。

 

(3）当該会計基準等の適用による影響

　退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評
価中である。

 

（表示方法の変更）

（連結損益計算書）

　前連結会計年度において独立掲記していた「営業外収益」の「為替差益」は、営業外収益の総額の100分の

10以下となったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させ

るため、前連結会計年度の連結財務諸表の組み替えを行っている。

　この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「為替差益」48百万

円、「その他」98百万円は、「その他」146百万円として組み替えている。
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（連結貸借対照表関係）

※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりである。

 
前連結会計年度

（平成25年３月31日）
当連結会計年度

（平成26年３月31日）

投資有価証券（株式） 926百万円 872百万円

 

※２　担保資産及び担保付債務

(1）担保に供している資産は、次のとおりである。

 
前連結会計年度

（平成25年３月31日）
当連結会計年度

（平成26年３月31日）

建物及び構築物 5,418百万円 5,110百万円

土地 1,385 1,385

投資有価証券 2,119 2,436

計 8,924 8,932

 

(2）担保付債務は、次のとおりである。

 
前連結会計年度

（平成25年３月31日）
当連結会計年度

（平成26年３月31日）

短期借入金 2,877百万円 2,524百万円

長期借入金 6,647 6,982

 

(3）上記物件の他、営業債務に対する金融機関からの債務保証の担保として前連結会計年度は定期預金50

百万円、当連結会計年度は定期預金50百万円を担保に供している。

 

※３　連結会計年度末日満期手形

　連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしている。なお、前

連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が前連結会計年度末

残高に含まれている。

 
前連結会計年度

（平成25年３月31日）
当連結会計年度

（平成26年３月31日）

受取手形 1百万円 －百万円

設備関係支払手形 32 －

 

 ４　保証債務

　連結会社は、下記の連結会社以外の会社の金融機関からの借入金に対し、債務保証を行なっている。

前連結会計年度
（平成25年３月31日）

当連結会計年度
（平成26年３月31日）

新潟東洋埠頭㈱ 5百万円 新潟東洋埠頭㈱ －百万円
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（連結損益計算書関係）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりである。

 
前連結会計年度

（自　平成24年４月１日
　　至　平成25年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成25年４月１日

　　至　平成26年３月31日）

人件費 1,123百万円 1,166百万円

退職給付費用 72 62

 

※２　営業原価、販売費及び一般管理費に含まれている主要な引当金繰入額の費目及び金額

 
前連結会計年度

（自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日）

退職給付費用 183百万円 180百万円

 

※３　前連結会計年度は建物及び構築物等の売却によるものであり、当連結会計年度は機械及び装置等の売却

によるものである。

 

※４　前連結会計年度は建物及び構築物等の除却、撤去費用であり、当連結会計年度においても建物及び構築

物等の除却、撤去費用である。

 

（連結包括利益計算書関係）

※　　その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

 
前連結会計年度

（自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日）

その他有価証券評価差額金：   

当期発生額 797百万円 498百万円

組替調整額 － －

税効果調整前 797 498

税効果額 △225 △177

その他有価証券評価差額金 571 321

為替換算調整勘定：   

当期発生額 △9 △7

持分法適用会社に対する持分相当額：   

当期発生額 4 6

その他の包括利益合計 566 321
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自平成24年４月１日　至平成25年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度期
首株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 77,400,000 － － 77,400,000

合計 77,400,000 － － 77,400,000

自己株式     

普通株式 326,420 5,824 1,735 330,509

合計 326,420 5,824 1,735 330,509

　（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加5,824株は、単元未満株式の買取りによる取得であり、減少の1,735株は単

元未満株式の買増請求による売却である。

 

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成24年６月27日

定時株主総会
普通株式 270 3.5 平成24年３月31日 平成24年６月28日

平成24年10月31日

取締役会
普通株式 193 2.5 平成24年９月30日 平成24年11月30日

 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度末日後となるもの

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成25年６月26日

定時株主総会
普通株式 193 利益剰余金 2.5 平成25年３月31日 平成25年６月27日
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当連結会計年度（自平成25年４月１日　至平成26年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度期
首株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 77,400,000 － － 77,400,000

合計 77,400,000 － － 77,400,000

自己株式     

普通株式 330,509 7,950 － 338,459

合計 330,509 7,950 － 338,459

　（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加7,950株は、単元未満株式の買取りによる取得である。

 

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成25年６月26日

定時株主総会
普通株式 193 2.5 平成25年３月31日 平成25年６月27日

平成25年10月30日

取締役会
普通株式 193 2.5 平成25年９月30日 平成25年11月29日

 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度末日後となるもの

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成26年６月26日

定時株主総会
普通株式 193 利益剰余金 2.5 平成26年３月31日 平成26年６月27日

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
 
 

前連結会計年度
（自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日）

現金及び預金勘定 1,893百万円 1,843百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △400 △400 

現金及び現金同等物 1,493 1,443 

 

　２　重要な非資金取引の内容

 
 
 

前連結会計年度
（自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日）

災害損失引当金 －百万円 1,000百万円
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（リース取引関係）

１．ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

（借主側）

① リース資産の内容

(ア）有形固定資産

主として、事務機器（工具、器具及び備品）である。

(イ）無形固定資産

ソフトウエアである。

② リース資産の減価償却の方法

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計処理基準に関する事項 （2）重要な減価

償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりである。

 

２．オペレーティング・リース取引

 オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

（借主側）

（単位：百万円）
 

 
前連結会計年度

（平成25年３月31日）
当連結会計年度

（平成26年３月31日）

１年内 2 3

１年超 7 11

合計 9 15

 

（貸主側）

（単位：百万円）
 

 
前連結会計年度

（平成25年３月31日）
当連結会計年度

（平成26年３月31日）

１年内 － 302

１年超 － 4,086

合計 － 4,389
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（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

　当社及び一部の連結子会社は、設備投資計画に照らして、必要な設備資金を主に金融機関からの借入に

より調達している。当社は、一時的な余資の運用は元本を毀損する恐れのない預金等に限定し、また、短

期的な運転資金については不足額を銀行借入により調達している。デリバティブは、後述するリスクを回

避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針である。

(2）金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である受取手形及び営業未収入金は、顧客の信用リスクに晒されている。また、海外との取引

にあたり生じる外貨建ての債権債務は、為替の変動リスクに晒されている。

　投資有価証券である株式は、主に当社グループと取引関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動

リスクに晒されている。

　営業未払金、未払金及び設備関係支払手形は、そのほとんどが１年以内の支払期日である。

　借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的にしたものであり償還日は決算日後最長で10年後で

ある。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されているが、デリバティブ取引（金

利スワップ取引）をヘッジ手段として利用している。

　デリバティブ取引は、長期借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワッ

プ取引、外貨建ての営業債務に係る為替の変動リスク軽減を目的とした先物為替予約取引である。なお、

ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針については、前述の連結財務諸表作成のための

基本となる重要な事項「４．会計処理基準に関する事項(6）重要なヘッジ会計の方法」を参照。

(3）金融商品に係るリスク管理体制

①　信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社及び外部売上比率の高い連結子会社は与信管理規程に従い、営業債権について、取引先ごとの期

日管理及び残高管理を行ない、財務状況等の悪化等による回収懸念債権の早期把握や貸倒リスクの軽減

を図っている。

　デリバティブ取引については、取引相手先を当社が設備資金の借入を行なっている金融機関に事実上

限定しているため信用リスクはほとんどないと認識している。

②　市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

　当社は、長期借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用してい

る。

　投資有価証券については、定期的に時価を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を

継続的に見直している。

　デリバティブ取引の実行管理は経理部で行なっており、リスク管理に対してはリスク管理基準等によ

り管理を行なっている。

③　資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

　当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、取引金

融機関との当座貸越契約の締結、月中の資金変動見込額を上回る手許流動性の維持などにより流動性リ

スクを管理している。

(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　「２．金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その

金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではない。
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２．金融商品の時価等に関する事項

　連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。

　なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれていない（（注）２参

照）。

前連結会計年度（平成25年３月31日）

 
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

(1）現金及び預金 1,893 1,893 －

(2）受取手形及び営業未収入金 4,002 4,002 －

(3）投資有価証券    

その他有価証券 3,498 3,498 －

資産計 9,393 9,393 －

(1）営業未払金 2,871 2,871 －

(2）短期借入金 6,313 6,313 －

(3）未払金 749 749 －

(4）未払法人税等 433 433 －

(5）設備関係支払手形 111 111 －

(6）長期借入金 8,297 8,341 43

負債計 18,775 18,819 43

デリバティブ取引 － － －

 

当連結会計年度（平成26年３月31日）

 
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

(1）現金及び預金 1,843 1,843 －

(2）受取手形及び営業未収入金 3,741 3,741 －

(3）投資有価証券    

その他有価証券 4,007 4,007 －

資産計 9,592 9,592 －

(1）営業未払金 2,792 2,792 －

(2）短期借入金 6,028 6,028 －

(3）未払金 631 631 －

(4）未払法人税等 328 328 －

(5）設備関係支払手形 124 124 －

(6）長期借入金 8,775 8,811 35

負債計 18,680 18,716 35

デリバティブ取引 － － －
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（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資産

(1）現金及び預金、並びに(2）受取手形及び営業未収入金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。

(3）投資有価証券

　これらの時価について、株式は取引所の価格によっている。

　なお、有価証券はその他有価証券として保有している。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項について

は、注記事項「有価証券関係」を参照。

負債

(1）営業未払金、(2）短期借入金、(3）未払金、(4）未払法人税等並びに(5）設備関係支払手形

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。

(6）長期借入金

　長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行なった場合に想定される利率で割り引いて

算定する方法によっている。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利

スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行なった場合に適用される合理的に見積もられ

る利率で割り引いて算定する方法によっている。

デリバティブ取引

　注記事項「デリバティブ取引関係」を参照。

 

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：百万円）
 

区分
前連結会計年度

（平成25年３月31日）
当連結会計年度

（平成26年３月31日）

非上場株式 1,458 1,390

　これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握す

ることが極めて困難と認められるため、「（3）投資有価証券　その他有価証券」には含めていない。

 

３．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（平成25年３月31日）

 
１年以内
（百万円）

現金及び預金 1,891

受取手形及び営業未収入金 4,002

投資有価証券  

その他有価証券のうち満期があるもの －

合計 5,893

 

当連結会計年度（平成26年３月31日）

 
１年以内
（百万円）

現金及び預金 1,841

受取手形及び営業未収入金 3,741

投資有価証券  

その他有価証券のうち満期があるもの －

合計 5,582
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４．長期借入金、リース債務及びその他有利子負債の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度（平成25年３月31日）

 
１年以内
（百万円）

１年超
２年以内
（百万円）

２年超
３年以内
（百万円）

３年超
４年以内
（百万円）

４年超
５年以内
（百万円）

５年超
（百万円）

短期借入金 3,042 － － － － －

長期借入金 3,270 2,577 1,965 1,402 1,550 801

リース債務 45 26 13 2 0 －

合計 6,358 2,604 1,979 1,404 1,551 801

 

当連結会計年度（平成26年３月31日）

 
１年以内
（百万円）

１年超
２年以内
（百万円）

２年超
３年以内
（百万円）

３年超
４年以内
（百万円）

４年超
５年以内
（百万円）

５年超
（百万円）

短期借入金 3,120 － － － － －

長期借入金 2,907 2,469 1,905 2,052 1,205 1,143

リース債務 28 15 4 2 1 －

合計 6,057 2,484 1,910 2,054 1,206 1,143

 

EDINET提出書類

東洋埠頭株式会社(E04321)

有価証券報告書

56/88



（有価証券関係）

１．その他有価証券

前連結会計年度（平成25年３月31日）

 種類
連結貸借対照表計上
額（百万円）

取得原価（百万円） 差額（百万円）

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の

(1）株式 3,059 2,166 892

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 3,059 2,166 892

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの

(1）株式 438 611 △173

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 438 611 △173

合計 3,498 2,778 719

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額531百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困

難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めていない。

 

当連結会計年度（平成26年３月31日）

 種類
連結貸借対照表計上
額（百万円）

取得原価（百万円） 差額（百万円）

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の

(1）株式 3,718 2,418 1,300

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 3,718 2,418 1,300

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの

(1）株式 288 370 △81

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 288 370 △81

合計 4,007 2,788 1,218

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額518百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困

難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めていない。

 

２．売却したその他有価証券

前連結会計年度（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）

　該当事項はない。

 

当連結会計年度（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

　該当事項はない。
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３．減損処理を行なった有価証券

前連結会計年度（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）

　該当事項はない。

 

当連結会計年度（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

　当連結会計年度において、その他有価証券の株式について13百万円の減損処理を行っている。

 

（デリバティブ取引関係）

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

前連結会計年度（平成25年３月31日）

　該当事項はない。

 

当連結会計年度（平成26年３月31日）

　該当事項はない。

 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

金利関連

前連結会計年度（平成25年３月31日）

ヘッジ会計の方法 取引の種類等 主なヘッジ対象

当連結会計年度（平成25年３月31日）

契約額等
（百万円）

契約額等の
うち１年超
（百万円）

時価
（百万円）

金利スワップの特

例処理
金利スワップ取引 長期借入金 4,472 3,034 （注）

（注）　金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されて

いるため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載している。

 

当連結会計年度（平成26年３月31日）

ヘッジ会計の方法 取引の種類等 主なヘッジ対象

当連結会計年度（平成26年３月31日）

契約額等
（百万円）

契約額等の
うち１年超
（百万円）

時価
（百万円）

金利スワップの特

例処理
金利スワップ取引 長期借入金 3,304 1,912 （注）

（注）　金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されて

いるため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載している。

 

通貨関連

前連結会計年度（平成25年３月31日）

　該当事項はない。

 

当連結会計年度（平成26年３月31日）

　該当事項はない。
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（退職給付関係）

前連結会計年度（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社及び連結子会社は、当連結会計年度末現在、確定給付型の制度として、退職一時金制度を７社が有して

いる。

　また、当社は、確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けている。

 

２．退職給付債務に関する事項

(1）退職給付債務（百万円） 1,928

(2）年金資産（百万円） △579

(3）未積立退職給付債務(1）＋(2）（百万円） 1,348

(4）未認識数理計算上の差異（百万円） △317

(5）未認識過去勤務債務（債務の減額）（百万円） 40

(6）連結貸借対照表計上額純額(3）＋(4）＋(5）（百万円） 1,071

(7）前払年金費用（百万円） －

(8）退職給付引当金(6）＋(7）（百万円） 1,071

（注）　連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用している。

 

３．退職給付費用に関する事項

(1）勤務費用（百万円） 102

(2）利息費用（百万円） 41

(3）期待運用収益（百万円） △9

(4）数理計算上の差異の費用処理額（百万円） 53

(5）過去勤務債務の費用処理額（百万円） △4

(6）退職給付費用(1）＋(2）＋(3）＋(4）＋(5）（百万円） 183

(7）その他（百万円） 22

 計(6）＋(7）（百万円） 205

（注）１．簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用の額のうち、期首退職給付債務の額及び割引率に応

じ算定した金額を利息費用に計上し、残額を勤務費用に計上している。

２．「(7）その他」は、確定拠出年金への掛金支払額等である。

 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1）退職給付見込額の期間配分方法

期間定額基準

(2）割引率

2.0～2.2％

(3）期待運用収益率

1.7％

(4）数理計算上の差異の処理年数

　15年（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した連結会計年度

の翌連結会計年度から費用処理することとしている。）

(5）過去勤務債務の額の処理年数

　15年（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した連結会計年度

から費用処理することとしている。）
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当連結会計年度（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社及び連結子会社は、当連結会計年度末現在、確定給付型の制度として、退職一時金制度を７社が有して

いる。

　また、当社は、確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けている。

 

２．確定給付制度（簡便法を適用した制度を除く。）

(1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高 1,437百万円

勤務費用 67 

利息費用 31 

数理計算上の差異の発生額 128 

退職給付の支払額 △87 

退職給付債務の期末残高 1,578 

 

(2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高 579百万円

期待運用収益 9 

数理計算上の差異の発生額 9 

その他 △0 

年金資産の期末残高 598 

 

(3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係

る資産の調整表

積立型制度の退職給付債務 1,578百万円

年金資産 △598 

 979 

非積立型制度の退職給付債務 － 

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 979 

   

退職給付に係る負債 979 

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 979 

 

(4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用 67百万円

利息費用 31 

期待運用収益 △9 

数理計算上の差異の費用処理額 44 

過去勤務費用の費用処理額 △4 

確定給付制度に係る退職給付費用 129 

 

(5）退職給付に係る調整累計額

　退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりである。

未認識過去勤務費用 △36百万円

未認識数理計算上の差異 392 

合　計 356 
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(6）年金資産に関する事項

①　年金資産の主な内訳

株式 84％

その他 16 

合　計 100 

 

②　長期期待運用収益率の設定方法

　年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する

多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮している。

 

(7）数理計算上の計算基礎に関する事項

当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率　1.3％

長期期待運用収益率　1.9％

 

３．簡便法を適用した確定給付制度

(1）簡便法を適用した制度の退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

退職給付に係る負債の期首残高 490百万円

退職給付費用 51 

退職給付の支払額 △21 

退職給付に係る負債の期末残高 520 

 

(2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係

る資産の調整表

非積立型制度の退職給付債務 520百万円

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 520 

   

退職給付に係る負債 520 

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 520 

 

(3）退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用 51百万円

 

４．確定拠出制度

　当社の確定拠出制度への要拠出額は、20百万円である。

 

（ストック・オプション等関係）

　該当事項なし。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳

 
前連結会計年度

（平成25年３月31日）
 

当連結会計年度
（平成26年３月31日）

繰延税金資産    

退職給付引当金 793百万円 815百万円

減損損失 549  521

繰越欠損金 418  487

災害損失引当金 －  356

資産除去債務 195  200

未払賞与 159  153

退職給付に係る負債 －  126

その他有価証券評価差額金 61  28

その他 343  318

繰延税金資産　小計 2,521  3,008

評価性引当額 △1,046  △1,092

繰延税金資産　合計 1,475  1,916

繰延税金負債    

その他有価証券評価差額金 △247  △392

買換資産積立金 △259  △252

退職給付信託設定益 △227  △227

固定資産圧縮積立金 △175  △171

その他 △14  △4

繰延税金負債　合計 △924  △1,048

繰延税金資産の純額 550  867

（注）　前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目

に含まれている。

 
前連結会計年度

（平成25年３月31日）
 

当連結会計年度
（平成26年３月31日）

流動資産－繰延税金資産 273百万円 597百万円

固定資産－繰延税金資産 279  273

固定負債－繰延税金負債 △2  △3

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の差異の主な原因別の内訳

 
前連結会計年度

（平成25年３月31日）
 

当連結会計年度
（平成26年３月31日）

法定実効税率 38.0％  38.0％

（調整）    

交際費、受取配当金等 0.7  17.0

一時差異ではない項目    

住民税均等割 1.6  50.8

評価性引当額の増加 1.6  126.3

持分法投資損益 2.2  51.3

連結子会社との税率差異 －  33.4

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 －  89.9

その他 △0.5  △1.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.6  405.7

 

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成26年法律第10号）が平成26年３月31日に公布され、平成26年

４月１日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになった。これに伴い、繰延税

金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年４月１日に開始する連結会計年度に解

消が見込まれる一時差異については従来の38.0％から35.6％になる。

　この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は40百万円減少し、法

人税等調整額が同額増加している。
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（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

イ．当該資産除去債務の概要

倉庫施設用賃借地の原状回復義務等である。

ロ．当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を原状回復義務発生日から原状回復義務履行見込時期までで見積り、割引率は使用見込期

間に応じたリスクフリーレートを使用して資産除去債務の金額を計算している。

ハ．当該資産除去債務の総額の増減

 
前連結会計年度

（自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日）

期首残高 540百万円 550百万円

時の経過による調整額 7 13

見積りの変更による増加額 2 －

期末残高 550 563

ニ．資産除去債務の見積りの変更

前連結会計年度において、倉庫施設用賃借地の原状回復義務として計上していた資産除去債務につい

て、新たな情報の入手に伴い、使用見込み期間に関して見積りの変更を行った。見積りの変更による増

加額を変更前の資産除去債務残高に２百万円加算している。
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（賃貸等不動産関係）

　当社及び一部の連結子会社では、東京都その他の地域において、賃貸専用物流施設、賃貸住宅、賃貸店舗等

を所有している。前連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は54百万円（賃貸収入は、営業

収入、営業外収益に、主な賃貸費用は、営業原価、販売費及び一般管理費に計上）、固定資産売却益は66百万

円（特別利益に計上）である。

　当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は62百万円（賃貸収入は、営業収入、営業外収

益に、主な賃貸費用は、営業原価、販売費及び一般管理費に計上）、固定資産除却損は０百万円（特別損失に

計上）である。

　また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりである。

（単位：百万円）
 

 
前連結会計年度

（自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日）

連結貸借対照表計上額   

 期首残高 884 848

 期中増減額 △36 △8

 期末残高 848 839

期末時価 1,991 2,041

（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額である。

２．期中増減額のうち、前結会計年度の期中増減額は主に不動産売却であり、当連結会計年度の期中増減額につい

ては主に減価償却費である。

３．期末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額、その他の物

件については、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標を用いている。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

　当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締

役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであ

る。

　当社は、当社の各支店及び連結子会社を営業活動の拠点として事業を展開している。

　したがって当社は、当社の各支店及び連結子会社を基礎としたセグメントから構成されており、各セグ

メントの事業内容や特徴等を勘案して集約した国内での倉庫業、港湾運送業、自動車運送業等を主なサー

ビスとする「国内総合物流事業」、国際輸送業、海外での倉庫業、通関業等を主なサービスとする「国際

物流事業」を報告セグメントとしている。

 

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

　報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載と概ね同一である。

　報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値である。

　セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいている。

 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度（自平成24年４月１日　至平成25年３月31日）

    （単位：百万円）

 報告セグメント
調整額
（注）１

連結財務諸
表計上額

 
国内総合
物流事業

国際物流
事業

計

売上高      

外部顧客への売上高 30,539 2,921 33,461 － 33,461

セグメント間の内部売上高又は振替高 52 1 54 △54 －

計 30,591 2,923 33,515 △54 33,461

セグメント利益 1,469 86 1,556 9 1,566

セグメント資産 39,802 530 40,332 △121 40,210

その他の項目      

減価償却費 1,885 9 1,895 － 1,895

持分法適用会社への投資額 846 31 877 － 877

有形固定資産及び無形固定資産の増加額 889 0 889 － 889

　（注）１．調整額は、セグメント間取引消去である。

２．セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行なっている。
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当連結会計年度（自平成25年４月１日　至平成26年３月31日）

    （単位：百万円）

 報告セグメント
調整額
（注）１

連結財務諸
表計上額

 
国内総合
物流事業

国際物流
事業

計

売上高      

外部顧客への売上高 30,085 2,632 32,717 － 32,717

セグメント間の内部売上高又は振替高 104 5 109 △109 －

計 30,189 2,637 32,827 △109 32,717

セグメント利益 1,106 40 1,147 9 1,156

セグメント資産 40,674 521 41,195 △75 41,120

その他の項目      

減価償却費 1,825 7 1,832 － 1,832

持分法適用会社への投資額 784 38 823 － 823

有形固定資産及び無形固定資産の増加額 2,327 2 2,330 － 2,330

　（注）１．調整額は、セグメント間取引消去である。

２．セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行なっている。
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【関連情報】

前連結会計年度（自平成24年４月１日 至平成25年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略している。

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略している。

 

(2）有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えている

ため、記載を省略している。

 

当連結会計年度（自平成25年４月１日 至平成26年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略している。

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略している。

 

(2）有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えている

ため、記載を省略している。

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自平成24年４月１日 至平成25年３月31日）

　該当事項なし。

 

当連結会計年度（自平成25年４月１日 至平成26年３月31日）

　該当事項なし。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自平成24年４月１日 至平成25年３月31日）

　該当事項なし。

 

当連結会計年度（自平成25年４月１日 至平成26年３月31日）

　該当事項なし。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自平成24年４月１日 至平成25年３月31日）

　該当事項なし。

 

当連結会計年度（自平成25年４月１日 至平成26年３月31日）

　該当事項なし。
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【関連当事者情報】

関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

(ア）連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

前連結会計年度（自平成24年４月１日　至平成25年３月31日）

　該当事項なし。

 

当連結会計年度（自平成25年４月１日　至平成26年３月31日）

　該当事項なし。

 

(イ）連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

前連結会計年度（自平成24年４月１日　至平成25年３月31日）

種類
会社等の
名称

所在地
資本金

（百万円）
事業の内
容

議決権の
所有割合
（％）

関連当事者との関係
取引の内
容

取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

関連会社

㈱オーエ

スティ物

流

大阪市

此花区
30

自動車運

送業

倉庫業

直接 49.0

役員の兼任

資金の貸借

業務の委託

運転資金

の借入
489 短期借入金 24

（注）１．当社は㈱オーエスティ物流から運転資金の余剰資金を借入れるとともに、同社の資金状況に応じて随時返済を

行なっている。

２．借入金の金利は当社が金融機関から借入れている短期借入金の平均金利に準じて決定している。

 

当連結会計年度（自平成25年４月１日　至平成26年３月31日）

種類
会社等の
名称

所在地
資本金

（百万円）
事業の内
容

議決権の
所有割合
（％）

関連当事者との関係
取引の内
容

取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

関連会社

㈱オーエ

スティ物

流

大阪市

此花区
30

自動車運

送業

倉庫業

直接 49.0

役員の兼任

資金の貸借

業務の委託

運転資金

の貸付
516 短期貸付金 27

（注）１．当社は㈱オーエスティ物流に運転資金の不足額を貸付けるとともに、同社の資金状況に応じて随時返済を受け

ている。

２．貸付金の金利は当社が金融機関から借入れている短期借入金の平均金利に準じて決定している。

 

(ウ）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

前連結会計年度（自平成24年４月１日　至平成25年３月31日）

　該当事項なし。

 

当連結会計年度（自平成25年４月１日　至平成26年３月31日）

　該当事項なし。
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（１株当たり情報）

 
前連結会計年度

（自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日）

１株当たり純資産額 239.93円 234.15円

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり

当期純損失金額（△）
10.38円 △1.95円

（注）１．当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失金額であ

り、また、潜在株式が存在しないため記載していない。なお、前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。

２．１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

 
前連結会計年度

（自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日）

当期純利益金額又は当期純損失金額（△）

（百万円）
799 △150

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益金額又は当期純

損失金額（△）（百万円）
799 △150

期中平均株式数（千株） 77,072 77,065

 

（重要な後発事象）

　該当事項なし。
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

　該当事項なし。

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 3,042 3,120 0.9 －

１年以内に返済予定の長期借入金 3,270 2,907 1.8 －

１年以内に返済予定のリース債務 45 28 － －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 8,297 8,775 1.8 平成27年～35年

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） 43 23 － 平成27年～30年

その他有利子負債 － － － －

計 14,699 14,856 － －

　（注）１．長期借入金及びリース債務（１年以内返済予定のものを除く）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下の

とおりである。

 
１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

長期借入金 2,469 1,905 2,052 1,205

リース債務 15 4 2 1

２．平均利率を算定する際の利率及び残高は、期末のものを使用している。

３．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を

連結貸借対照表に計上しているため、記載していない。

【資産除去債務明細表】

区分
当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

倉庫施設用賃借地の原状回

復義務
486 13 － 499

有害物質処理義務 63 0 － 63

計 550 13 － 563
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（２）【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

営業収入（百万円） 8,737 16,771 24,803 32,717

税金等調整前四半期（当期）

純利益金額（百万円）
463 628 891 44

四半期（当期）純利益金額又

は四半期（当期）純損失金額

（△）（百万円）

278 348 486 △150

１株当たり四半期（当期）純

利益金額又は１株当たり四半

期（当期）純損失金額（△）

（円）

3.62 4.52 6.31 △1.95

 

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益金額

又は１株当たり四半期純損失

金額（△）（円）

3.62 0.9 1.79 △8.27
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(平成25年３月31日)
当事業年度

(平成26年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※２ 1,780 ※２ 1,745

受取手形 ※３ 25 17

営業未収入金 ※５ 3,500 ※５ 3,317

原材料及び貯蔵品 135 128

前払費用 141 147

立替金 ※５ 288 ※５ 255

短期貸付金 ※５ 149 ※５ 124

繰延税金資産 237 557

その他 ※５ 58 ※５ 109

貸倒引当金 △4 △4

流動資産合計 6,313 6,399

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※１ 12,235 ※１ 13,049

構築物 2,952 2,954

機械及び装置 2,340 1,973

車両運搬具 14 18

工具、器具及び備品 64 58

土地 ※１ 8,274 ※１ 8,275

リース資産 56 35

建設仮勘定 13 30

有形固定資産合計 25,951 26,395

無形固定資産   

ソフトウエア 20 31

港湾等施設利用権 117 107

その他の施設利用権 17 17

リース資産 30 19

無形固定資産合計 187 175

投資その他の資産   

投資有価証券 ※１ 3,969 ※１ 4,473

関係会社株式 326 326

長期貸付金 ※５ 1,469 ※５ 1,686

従業員長期貸付金 33 30

差入保証金 239 237

長期前払費用 922 879

繰延税金資産 141 －

その他 ※５ 160 ※５ 129

貸倒引当金 △1,404 △1,608

投資その他の資産合計 5,859 6,154

固定資産合計 31,997 32,725

資産合計 38,311 39,125
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  (単位：百万円)

 
前事業年度

(平成25年３月31日)
当事業年度

(平成26年３月31日)

負債の部   

流動負債   

営業未払金 ※５ 2,560 ※５ 2,527

短期借入金 ※５ 3,497 ※５ 3,668

1年内返済予定の長期借入金 ※１ 3,252 ※１ 2,885

リース債務 43 28

未払金 ※５ 714 ※５ 575

未払費用 418 381

未払法人税等 389 260

預り金 ※５ 121 ※５ 94

災害損失引当金 － 1,000

設備関係支払手形 ※３ 111 124

その他 ※５ 154 ※５ 201

流動負債合計 11,262 11,747

固定負債   

長期借入金 ※１ 8,264 ※１ 8,749

リース債務 40 22

退職給付引当金 580 623

役員退職慰労引当金 47 45

資産除去債務 550 563

その他 81 130

繰延税金負債 － 1

固定負債合計 9,565 10,135

負債合計 20,828 21,883

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,260 8,260

資本剰余金   

資本準備金 4,276 4,276

その他資本剰余金 905 905

資本剰余金合計 5,182 5,182

利益剰余金   

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 316 310

買換資産積立金 467 456

別途積立金 670 670

繰越利益剰余金 2,088 1,547

利益剰余金合計 3,542 2,985

自己株式 △27 △29

株主資本合計 16,957 16,397

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 525 843

評価・換算差額等合計 525 843

純資産合計 17,482 17,241

負債純資産合計 38,311 39,125
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②【損益計算書】

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(自　平成24年４月１日
　至　平成25年３月31日)

当事業年度
(自　平成25年４月１日
　至　平成26年３月31日)

営業収入 ※１ 27,659 ※１ 27,449

営業原価 ※１ 25,079 ※１ 25,195

営業総利益 2,579 2,253

販売費及び一般管理費 ※１,※２ 1,083 ※１,※２ 1,082

営業利益 1,495 1,171

営業外収益   

受取利息及び受取配当金 ※１ 124 ※１ 124

その他 ※１ 180 ※１ 180

営業外収益合計 305 305

営業外費用   

支払利息 ※１ 289 ※１ 247

その他 114 218

営業外費用合計 403 465

経常利益 1,397 1,010

特別利益   

固定資産売却益 ※３ 74 ※３ 0

特別利益合計 74 0

特別損失   

固定資産除却損 ※４ 162 ※４ 33

災害による損失 － 37

災害損失引当金繰入額 － 1,000

特別損失合計 162 1,071

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 1,309 △61

法人税、住民税及び事業税 561 462

法人税等調整額 △10 △352

法人税等合計 551 109

当期純利益又は当期純損失（△） 758 △171
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自平成24年４月１日　至平成25年３月31日）

        (単位：百万円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

 

資本準備
金

その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

その他利益剰余金

利益剰余
金合計

 
固定資産
圧縮積立
金

買換資産
積立金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

当期首残高 8,260 4,276 905 5,182 322 443 670 1,811 3,247

当期変動額          

固定資産圧縮積立金の取崩     △6   6 －

買換資産積立金の積立      34  △34 －

買換資産積立金の取崩      △10  10 －

剰余金の配当        △463 △463

当期純利益        758 758

自己株式の取得          

自己株式の処分   △0 △0      

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

         

当期変動額合計 － － △0 △0 △6 23 － 277 294

当期末残高 8,260 4,276 905 5,182 316 467 670 2,088 3,542

 

     

 株主資本
評価・換
算差額等

純資産合計

 自己株式
株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

当期首残高 △27 16,663 △40 16,622

当期変動額     

固定資産圧縮積立金の取崩  －  －

買換資産積立金の積立  －  －

買換資産積立金の取崩  －  －

剰余金の配当  △463  △463

当期純利益  758  758

自己株式の取得 △0 △0  △0

自己株式の処分 0 0  0

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

  566 566

当期変動額合計 △0 294 566 860

当期末残高 △27 16,957 525 17,482
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当事業年度（自平成25年４月１日　至平成26年３月31日）

        (単位：百万円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

 

資本準備
金

その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

その他利益剰余金

利益剰余
金合計

 
固定資産
圧縮積立
金

買換資産
積立金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

当期首残高 8,260 4,276 905 5,182 316 467 670 2,088 3,542

当期変動額          

固定資産圧縮積立金の積立     0   △0 －

固定資産圧縮積立金の取崩     △5   5 －

買換資産積立金の積立      0  △0 －

買換資産積立金の取崩      △11  11 －

剰余金の配当        △386 △386

当期純損失（△）        △171 △171

自己株式の取得          

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

         

当期変動額合計 － － － － △5 △10 － △541 △557

当期末残高 8,260 4,276 905 5,182 310 456 670 1,547 2,985

 

     

 株主資本
評価・換
算差額等

純資産合計

 自己株式
株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

当期首残高 △27 16,957 525 17,482

当期変動額     

固定資産圧縮積立金の積立  －  －

固定資産圧縮積立金の取崩  －  －

買換資産積立金の積立  －  －

買換資産積立金の取崩  －  －

剰余金の配当  △386  △386

当期純損失（△）  △171  △171

自己株式の取得 △1 △1  △1

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

  318 318

当期変動額合計 △1 △559 318 △241

当期末残高 △29 16,397 843 17,241
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

　決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定）

時価のないもの

　移動平均法による原価法

(2）たな卸資産の評価基準及び評価方法

原材料及び貯蔵品

個別法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

２．固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法。ただし、平成10年４月１日以降取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法。

無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法。

　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用し

ている。

リース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法。

　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

３．引当金の計上基準

貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等について

は個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えるため、支出見積額を計上することとしているが、当事業年度は支出しないことと

したため計上していない。

退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上

している。

　なお、数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）による定

額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理し、過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（15年）による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしてい

る。

役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に充てるため、内規に基づく支出見積額を計上している。

　なお、平成17年６月29日付で、役員退職慰労金制度を廃止したため、制度廃止日に在任している役員に対

する在任期間に対応した支出見積額を計上している。

災害損失引当金

　雪害に伴う施設の撤去費用の支出に備えるため、その見積額を計上している。
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４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1）ヘッジ会計の処理

①ヘッジ会計の方法

特例処理の要件を満たす金利スワップについて、特例処理を採用している。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段は金利スワップ、ヘッジ対象は変動金利借入金である。

③ヘッジ方針

借入金に係る金利変動リスクを低減する目的で金利スワップ取引を利用する方針である。

(2）消費税等の会計処理の方法

税抜方式によっている。

 

（表示方法の変更）

　貸借対照表、損益計算書、株主資本変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸

表規則第127条第１項に定める様式に基づいて作成している。

　また、財務諸表等規則第127条第２項に掲げる各号の注記については、各号の会計計算規則に掲げる事項の

注記に変更している。

　以下の事項について、記載を省略している。

・財務諸表等規則第８条の６に定めるリース取引に関する注記については、同条第４項により、記載を省略し

ている。

・財務諸表等規則第８条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第２項により、記載を省略

している。

・財務諸表等規則第68条の４に定める１株当たり純資産額の注記については、同条第３項により、記載を省略

している。

・財務諸表等規則第95条の５の２に定める１株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第３項に

より、記載を省略している。

・財務諸表等規則第95条の５の３に定める潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に関する注記について

は、同条第４項により、記載を省略している。

・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第２項により、記載を省略してい

る。

・財務諸表等規則第121条第１項第１号に定める有価証券明細表については、同条第３項により、記載を省略

している。
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（貸借対照表関係）

※１　担保に供している資産及び担保に係る債務

担保に供している資産

 
前事業年度

（平成25年３月31日）
当事業年度

（平成26年３月31日）

有形固定資産 6,888百万円 6,575百万円

投資有価証券 2,119 2,436

計 9,008 9,011

 

担保に係る債務

 
前事業年度

（平成25年３月31日）
当事業年度

（平成26年３月31日）

長期借入金（１年以内返済予定額含む） 9,525百万円 9,507百万円

 

※２　関係会社の営業債務に対する金融機関からの債務保証の担保として、前事業年度は定期預金50百万円、

当事業年度は定期預金50百万円を担保に供している。

 

※３　期末日満期手形

　期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしている。なお、前期の末日が

金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が前期末残高に含まれている。

 
前事業年度

（平成25年３月31日）
当事業年度

（平成26年３月31日）

受取手形 1百万円 －百万円

設備関係支払手形 32 －

 

　４　保証債務

　次の関係会社について、金融機関からの借入に対し債務保証を行なっている。

(1）債務保証

前事業年度
（平成25年３月31日）

当事業年度
（平成26年３月31日）

新潟東洋埠頭㈱ 5百万円 新潟東洋埠頭㈱ －百万円

東永運輸㈱ 51 東永運輸㈱ 48

計 56 計 48

 

※５　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

 
前事業年度

（平成25年３月31日）
当事業年度

（平成26年３月31日）

短期金銭債権 212百万円 189百万円

長期金銭債権 1,494 1,705

短期金銭債務 1,286 1,407
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（損益計算書関係）

※１　関係会社との取引高

 
前事業年度

（平成25年３月31日）
当事業年度

（平成26年３月31日）

営業収入 749百万円 760百万円

営業費用 4,968 5,083

営業取引以外の取引高 99 96

 

※２　販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度は19％、当事業年度においても19％、一般管理費に

属する費用のおおよその割合は前事業年度は81％、当事業年度においても81％である。

　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりである。

 
前事業年度

（自　平成24年４月１日
　　至　平成25年３月31日）

当事業年度
（自　平成25年４月１日

　　至　平成26年３月31日）

役員報酬手当 156百万円 160百万円

従業員給料手当 412 411

退職給付費用 66 56

福利厚生費 125 124

減価償却費 33 31

 

※３　前事業年度は建物等の売却によるものであり、当事業年度においては車両運搬具の売却によるものであ

る。

 

※４　前事業年度は建物等の除却、撤去費用であり、当事業年度においても建物等の除却、撤去費用である。

 

（有価証券関係）

 子会社株式及び関連会社株式(前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式161百万円、関連会社株式164百万

円、当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式161百万円、関連会社株式164百万円）は、市場価格がなく、時

価を把握することが極めて困難と認められることから、記載していない。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳

 
前事業年度

（平成25年３月31日）
 

当事業年度
（平成26年３月31日）

繰延税金資産    

退職給付引当金 645百万円 659百万円

貸倒引当金 492  567

減損損失 497  473

災害損失引当金 －  356

資産除去債務 195  200

未払賞与 112  102

その他有価証券評価差額金 61  28

その他 357  331

繰延税金資産　小計 2,362  2,719

評価性引当額 △1,062  △1,120

繰延税金資産　合計 1,299  1,599

繰延税金負債    

その他有価証券評価差額金 △243  △386

買換資産積立金 △259  △252

退職給付信託設定益 △227  △227

固定資産圧縮積立金 △175  △171

その他 △14  △4

繰延税金負債　合計 △920  △1,042

繰延税金資産の純額 379  556

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の差異の主な原因別の内訳

 
前事業年度

（平成25年３月31日）
 
 

当事業年度
（平成26年３月31日）

法定実効税率 38.0％  －

（調整）    

交際費、受取配当金等一時差異ではない項目 0.6   

住民税均等割 1.7   

評価性引当額の増加 1.8   

その他 0.0   

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.1   

 

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成26年法律第10号）が平成26年３月31日に公布され、平成26年
４月１日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになった。これに伴い、繰延税金資
産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年４月１日に開始する事業年度に解消が見込
まれる一時差異については従来の38.0％から35.6％になる。
　この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は40百万円減少し、法
人税等調整額が同額増加している。

 

（重要な後発事象）

　該当事項なし。
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④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：百万円）

区分 資産の種類 期首帳簿価額 当期増加額 当期減少額 当期償却額 期末帳簿価額
減価償却累計
額

期末取得原価

有形固

定資産
建物 12,235 1,808 11 983 13,049 31,234 44,283

 構築物 2,952 200 0 197 2,954 6,635 9,589

 機械及び装置 2,340 137 3 501 1,973 16,718 18,691

 車両運搬具 14 28 0 24 18 208 227

 工具、器具及び備品 64 11 0 17 58 856 914

 土地 8,274 1 － － 8,275 － 8,275

 リース資産 56 10 － 31 35 112 148

 建設仮勘定 13 228 211 － 30 － 30

 計 25,951 2,425 226 1,755 26,395 55,765 82,161

無形固

定資産
ソフトウエア 20 25 7 6 31 － －

 港湾等施設利用権 117 － － 10 107 － －

 その他の施設利用権 17 － － 0 17 － －

 リース資産 30 － － 11 19 － －

 計 187 25 7 28 175 － －

（注）１．当期増加額のうち主なものは次のとおりである。

建物 川崎物流倉庫 1,479百万円

建物 東京庫内改修工事 242

構築物 川崎物流倉庫 133

機械及び装置 東扇島受変電設備更新 22

建設仮勘定 川崎物流倉庫 171

２．当期減少額のうち主なものは次のとおりである。

建設仮勘定 川崎物流倉庫 171百万円

 

【引当金明細表】

（単位：百万円）

科目 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

貸倒引当金 1,408 243 39 1,612

役員退職慰労引当金 47 － 2 45

災害損失引当金 － 1,000 － 1,000

 

 

（２）【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。

（３）【その他】

　該当事項なし。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月３１日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月３１日

剰余金の配当の基準日
９月３０日

３月３１日

１単元の株式数 １，０００株

単元未満株式の買取り・買増し  

取扱場所

（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

  

株主名簿管理人

（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所 －

買取・買増手数料 無料

公告掲載方法

電子公告とする。ただし、事故その他止むを得ない事由によって電子公告

による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載してこれを

行なう。

株主に対する特典 なし
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社は、親会社等はない。

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出している。

(1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

　事業年度（第102期）（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）平成25年６月26日関東財務局長に提出

(2）内部統制報告書及びその添付書類

平成25年６月26日関東財務局長に提出

(3）臨時報告書

平成25年７月３日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨

時報告書である。

平成26年５月13日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号（代表取締役の異動）に基づく臨時報告書である。

平成26年５月29日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号（財政状態、経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況に著しい影響を与える事象）に基づく臨時報告書である。

(4）四半期報告書及び確認書

（第103期第１四半期）（自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日）平成25年８月13日関東財務局長に提

出

（第103期第２四半期）（自　平成25年７月１日　至　平成25年９月30日）平成25年11月13日関東財務局長に提

出

（第103期第３四半期）（自　平成25年10月１日　至　平成25年12月31日）平成26年２月14日関東財務局長に提

出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項なし。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

  平成26年６月26日

東洋埠頭株式会社   

 

 取締役会　御中  

 

 新日本有限責任監査法人  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 大橋　洋史　　印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 南山　智昭　　印

 

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる東洋埠頭株式会社の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸

借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財

務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 

連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定

し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当

監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制

を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価

も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東洋

埠頭株式会社及び連結子会社の平成26年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及

びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、東洋埠頭株式会社の平成26年

３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準

に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること

を求めている。

　内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた

めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性

に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果

について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、東洋埠頭株式会社が平成26年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内

部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報

告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管している。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

 

  平成26年６月26日

東洋埠頭株式会社   

 

 取締役会　御中  

 

 新日本有限責任監査法人  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 大橋　洋史　　印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 南山　智昭　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる東洋埠頭株式会社の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第103期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに

基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務

諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。

また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東洋埠頭

株式会社の平成26年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において

適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管している。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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